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平成22年第２回嬉野市議会定例会議事日程 

平成22年６月14日（月）  

本会議第４日目   

午前10時 開 議   

日程第１  一般質問 

順次 通 告 者 質 問 の 事 項 

１ 田 中 政 司 １．茶業振興対策について 

２ 田 中 平一郎 １．志田焼の里博物館と唐泉山公園のトイレについて 

２．冬野北開線について 

３．イカダ公園の遊具について 

４．住宅用火災警報器の普及について 

３ 山 口 忠 孝 １．「シーボルトの湯」でのＮＨＫの放映（生中継）について

２．名誉市民について 

４ 山 口   要 １．市長の政策施行について 

２．業務・財政改善について 

３．環境問題について 

４．観光問題について 

５．文化振興について 

６．教育問題について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時 開議 

○議長（太田重喜君） 

 皆さんおはようございます。本日は、山口要議員が遅刻であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程につきましては、お手元の配付のとおりであります。 

 日程第１．一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。11番田中政司議員の発言を許します。 

○11番（田中政司君） 

 皆さんおはようございます。議席番号11番田中政司でございます。 

 議長の許可をいただきましたので、通告書に従いまして一般質問を行いたいというふうに

思います。傍聴の皆様方におかれましては、早朝よりの傍聴、大変ありがとうございます。 

 私は、今回、嬉野市の基幹産業であります、嬉野茶業の振興対策についてということで質
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問をいたします。 

 本年産の嬉野茶におきましては、昨年秋からの適度な雨量と冬場の適当な冷え込みにより

まして、春先までは順調な生育状況であったというふうにお聞きをしております。しかし、

３月初めと３月後半26日、27日の急激な異常気象といいますか、冷え込みによりまして、１

番茶芽に凍霜害の被害というものを、これは全国的にではありますが受けまして、昨年より

１週間程度の収穫時期のおくれというものがあったというふうにお聞きをしております。 

 そういう中で、茶の価格等において、本年、嬉野市内の１番茶の収量及び価格面での取引

の状況あたりどうであったのか、まず、お聞きをいたします。 

 ２点目に、先ほど申し上げましたように、３月後半のこの冷え込み、これによりまして、

嬉野では、３月27日の早朝にはマイナス３度ぐらいという、３月の後半にしては本当に何年

ぶりかと、何十年ぶりかというような冷え込みがあったわけでございまして、いわゆる防霜

ファン等が設置をされておるわけですが、そのときの効果、これが１番茶に対する収量、価

格面でどのような影響といいますか、設置をしていたおかげでの影響というものがどうだっ

たのか。収量、単価面での比較のデータ等がありましたらお示しをいただきたいというふう

に思います。 

 以上、２点を壇上より質問をいたしまして、あと、質問席より行いたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 皆さんおはようございます。傍聴の皆さんにおかれましては、早朝からの御臨席に心から

敬意を表します。 

 それでは、11番田中政司議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、茶業振興対策についてということでございます。 

 本年も１番茶が終了し、間もなく２番茶のシーズンになるところでございます。ことしの

１番茶につきましては霜の被害が多く、早生品種につきましては被害が大きく、初入札会に

つきましても、当初の見込みよりもおくれて行われるほどでございました。全国的にも季節

外れの霜の被害が多く出たところでございます。 

 お尋ねの、市内における１番茶の収量や価格面での取引状況ということでございます。 

 ５月28日時点での報告として、西九州茶連の実績として、嬉野、塩田を合わせて、量で約

43万キログラム、前年比92％、金額で980,000千円、前年比121％、平均単価で2,319円、前

年比132％になっておるところでございます。 

 次、２点目の、防霜ファンの設置箇所と未整備箇所の収量、単価面での差はどうだったか

ということでございます。 

 次に、被害防止として取り組んでおります防霜施設についてでございますが、設置の有無
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についての比較ですけれども、ことしも、未設置の茶園につきましては、収穫ができておら

ないところでございます。 

 また、設置した茶園におきましては、害を受けても回復の割合が早く、品質の低下を防ぐ

ことができたと聞いております。 

 そのようなことから、今後も計画的に整備をしていくことが必要と考えておるところでご

ざいます。 

 以上で、田中政司議員のお尋ねについて、お答えといたします。 

○議長（太田重喜君） 

 田中議員。 

○11番（田中政司君） 

 担当課にまずお尋ねをしたいんですが、嬉野市内、県の事業、あるいは国の事業において、

これまで防霜ファンの設置等々進んできておるわけですが、現段階におきまして、どれぐら

いの設置率というものなのか。これがもし、地区別とかにもわかりましたらお教えいただき

たいと思いますが。 

○議長（太田重喜君） 

 農林課長。 

○農林課長（松尾保幸君） 

 お答えをいたします。 

 防霜施設の今把握している段階で387ヘクタール、カバー率で約60％というふうな把握を

しております。 

 地区別については、把握はしておりません。 

○議長（太田重喜君） 

 田中政司議員。 

○11番（田中政司君） 

 はっきりしたところはいいんですが、いわゆる急傾斜地、あるいは山間地、低地というふ

うにあるわけですが、実際、急傾斜地の圃場の狭い園においては、それなりに今まで割と当

たらなかったといいますか、平地の広い面積等が降霜の被害を受けやすかったということが

あろうかと思いますが、そういう点から見て、いわゆる不動山地区の急傾斜地等において、

普及が進んでいないというような、そういう実態については、担当としてはどういうふうに

お考えですか。 

○議長（太田重喜君） 

 農林課長。 

○農林課長（松尾保幸君） 

 ことしの１番茶の生産状況から見て、議員御指摘のように、不動山地区でかなり被害が出
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ているというふうな確認はいたしております。 

○議長（太田重喜君） 

 田中政司議員。 

○11番（田中政司君） 

 そういう状況の中で、要するに、防霜ファンを設置するに当たっては、広い面積である程

度コストのかからないようなところは幾分早目にやったけれども、なかなか被害も今まで少

なかったが、そういう傾斜地の段々畑のところは、結局、単価等においても非常に高くかか

るわけです。そうなると、なかなか設置できなかったということがあろうかというふうに思

っております。 

 そういう中で、本年も、平成22年度の予算で、強い園芸農業確立対策事業、この中で、防

霜施設、これは県の事業ですが、これが大体3.3ヘクタールを予定されておるわけですよ。

これに関しましては、昨年度からそういう要望があったところで取りまとめて本年度の予算

ということになっておるわけですが、ことしの１番茶終了後に、やはり先ほど市長の答弁に

もありました、未設置園では摘採をしていないのもあるというような本年の状況の中で、こ

れは何としてでもやっぱり防霜ファンをつけておかんといかんなということで、農家の皆さ

ん、ＪＡさんあたりに申し込みをされておると思いますが、その点、どれぐらいの面積が１

茶終了後に申し込みがあっているのか。 

○議長（太田重喜君） 

 農林課長。 

○農林課長（松尾保幸君） 

 お答えをいたします。 

 ただいま当初の段階で3.3ヘクタールということで予算を計上させていただいております

けれども、今度の収穫後に、いろんな方々からその防霜ファンの効果というものがすばらし

かったというような話から、大体10町歩、追加の要望がございます。 

○議長（太田重喜君） 

 田中政司議員。 

○11番（田中政司君） 

 10町歩ということでございますが、じゃ、これに関して、今後どういうふうな対応をされ

ていくのかお尋ねいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 農林課長。 

○農林課長（松尾保幸君） 

 お答えをいたします。 

 3.3ヘクタールの当初ということから、10町歩ということでかなりの事業費になりますけ
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れども、一応、県の園芸課あたりとも相談をいたしまして、県の枠が許す限り、そういった

要望を担当課としてはしていきたいというふうに考えております。 

○議長（太田重喜君） 

 田中政司議員。 

○11番（田中政司君） 

 県の枠とおっしゃいましたけれども、いわゆる佐賀の強い園芸農業確立対策事業というの

が、県単事業であるというわけでしょう。園芸農業を何とか農業県佐賀でやっていくために

という、今回補正にも上がっております。ハウスだとか、そういう施設等のですね。そうい

う中で、強い園芸農業確立対策事業の補正が今回の６月議会にも提案をされておるわけです

が、そういうことで、じゃ、県は、この強い園芸農業確立対策事業というものに対してどれ

ぐらいの予算を組んでいるのか。まだまだそこら辺の枠配分等があるのか。県全部の事業費、

あるいは鹿島農林事務所管内の枠というのがどれぐらいあるのか、もし、おわかりでしたら

お示しいただきたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 農林課長。 

○農林課長（松尾保幸君） 

 お答えをいたします。 

 今言ったように、１番茶終了後に要望がかなりあるというふうなことで、担当のほうで、

県の園芸課のほうに早速相談をしております。 

 そういうような枠の中で、今のところ県の枠というのは、額的にははっきりちょっと申し

上げられないということでございますけれども、最大限活用をさせてくださいというような

要望を今しております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 田中議員。 

○11番（田中政司君） 

 ここに、ＪＡさんのほうから一応資料をいただいております。その中で、今現在といいま

すか、きのう現在といいますか、これははっきりした数字でありません、あくまでも申し込

みの数量でして、36名、36戸の農家が、今、ＪＡさんのほうに防霜ファンの設置の要望を出

しておられます。面積が幾らになるかといいますと、これはあくまでも正式な面積ではござ

いません、申し込みの面積で、11町２反というのが今、ＪＡさんのところに入っている申し

込みの状況ということになります。 

 注目すべきは、これは年代別にいくと、20代１名、30代６名、40代が10名、50代13名、60

代４名、70代２名ということなんですが、ほとんど若手の後継者、要するに50代以上の19人
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のうちの８人は、もう若手がおられる方なんです。非常に厳しい今の茶業情勢なんですが、

この嬉野市を守っていくために若手の農家がいかに頑張っているかということなんですよね。

ことしのように霜に当たると、やはりもう防霜ファンの効果というのが絶大なわけでして、

その点、何とかして経営の安定を図るために設置をしなきゃいかんということでやっておら

れるわけです。その戸数がいわゆる36戸、11町あるわけです。 

 これに関しまして市長にお尋ねをしたいんですが、今、担当課のほうでは、何とか県の枠

をとって、防霜ファンのこの11町のすべてとまではいかないかもわかりませんが、なるだけ

やりたいと。希望に沿うような形で持っていきたいという担当のお話でございますが、市長、

これにつきまして、要するに、県が枠があったと。じゃ、その強い園芸農業確立対策の事業

に乗せて事業をやるとなると、市も当然、そこには市の負担金というものが発生するわけで

すね。県はつけるけれども市がつけ切れないという状況がないように、ぜひお願いをしたい

というふうに思いますが、市長の考えを、まずお聞きいたしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 防霜ファンの設置要望ということはちゃんと承っておりまして、また今、担当課のほうで

も県と協議をいたしておるところでございます。 

 毎年このような形で要望等も承ってきたわけでございますけれども、なかなか要望をされ

る年とされない年がございまして、コンスタントにしていただいておったら一番よかったわ

けですけれども、今回の霜の被害等を見られて、どうしてもということで出されたというふ

うに思っております。事情は十分わかりますので、まずは県のほうに要望をしておりますの

で、何とかできるだけ要望がかなうように努力してまいりたいと思いますし、また、私ども

としても、支援するべきところはちゃんとしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 田中政司議員。 

○11番（田中政司君） 

 市長のほうからも、心強いお答えをいただきましたので何とかお願いをしたいというふう

にも思うわけですが、実際、補助内容でいきますと、３町３反、これは大体反当600千円ぐ

らいで概算は出してあると思うんですが、そのうちの県の２分の１、市が10分の１というこ

とでございますので、結局、3.3ヘクタールしたときの市の持ち出しというのは2,000千円な

んですね。あと10町分にしまして７ヘクタールしたとしますと、市の持ち出しがあと4,200

千円ということでですね、自己資金のほうが、要するに負担金というのが４割発生しますの
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で、21,000千円というのが多いわけですね。市の負担としては１割ということで、あと７ヘ

クタール、仮に県のほうから予算がとれたにしまして、市の持ち出し4,200千円ということ

でございますので、ぜひそこら辺は要望に沿うようにお願いをしたいと。担当課のほうにし

ては、これは県と本当に密接に連絡をとり合って、もうこういう枠が、強い園芸農業確立対

策事業という枠が県はあるわけですから、当然、昨年、嬉野がやったように、余ってくる予

算も他地区ではあろうかと思うわけですよ。それをいち早く情報として収集をして、それな

らばうちで使わせてくださいというような強い姿勢の中でやっていただきたいということを

強くお願いをしておきます。 

 そういう中で、先日、山下同僚議員の質問の中で、市長は26％の所得率だということで、

非常にうちわの経営は厳しいわけですね。本年産のお茶につきましても、昨年よりは確かに

よかったというふうな数字でございますが、これを平成15年、16年あたりの数字と見ますと、

決してことしがいいという数字じゃないわけですね。やはり平成16年等と比べますと、まだ

まだその当時のほうが単価的にも収量的にもよかったというふうな数字が出ておるわけです。 

 そういう中で、昨年、市長は全九州の主要茶産地の市長会等におきまして、そのときは九

州農政局のほうに対して要望書を出しておるわけでなんです。いわゆるそれがどういう要望

書だったかというと、要するに、九州の茶業振興、これを進めていく中で、やはり国として、

お茶がただ単なる嗜好飲料としてのとらわれ方としてやっているわけで、それを一つの産業

として、茶業振興法というものをつくって今後の茶業の振興を全国的にやっていただきたい

ということで九州農政局のほうに要望書を出されておられるわけですが、その後の見解とい

いますか、その後どういうふうな動きになっているのか。政局もかわりましていろいろ問題

はあろうかと思いますが、その点、市長、どういうふうになっているのかを、まずお聞かせ

をいただきたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 九州農政局等にも要望をいたしておりますし、また全国の組織の中でも要望をしておると

ころでございまして、私どもの会長は、今のところ静岡のほうから出ておられますけれども、

その組織でも要望等もしておるところでございます。 

 承った話によりますと、本省のほうでは具体的にはなっておりませんけれども、茶業振興

の国会議員の方々がおられるわけでございまして、そこで一応、基本的な考え方を取りまと

めていこうという動きになってきたというふうに聞いております。これからまた成案等も出

てくると思いますし、また、それが本省の中でどのような取り扱いをされるかですね。やは

り私どもとしては、ほかの農作物がないというわけではないわけでございますので、お茶に
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ついても、ぜひ法で振興策を考えていただきたいというのは、もう変わらないわけでござい

ますので、訴えてまいりたいと思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 田中政司議員。 

○11番（田中政司君） 

 せんだって九州電力の方が見えられまして、議長と私２人でお会いをしました。 

 その中でどういう内容だったかといいますと、いわゆる防霜ファンですね、これが今、深

夜電力で防霜ファンというものが動いております。これが稼働をするのが、３月から４月の

お茶を摘採するまでなんですね、５月初めぐらいの。お茶を摘採するまでほんの１年間のう

ちの２カ月間ぐらいしか稼働をしないわけですね。電気料というのが年間約10アール当たり、

１反当たり10千円ちょうどか、ちょっと残るかというぐらいの数字なんですね。しかし、こ

れは年間の電気代と比較しますと、８割方が基本料金で払うわけですよ。これを季節電気、

いわゆる農事用電力とかですね、そういったものにかえられないかということで、議長のほ

うが九州電力等にお話をしていただいております。しかし、それは九州電力だけでなかなか

そういうことにはならないと。今の国の電気事業連合会といいますか、そこのところでいき

ますと、もうこの農事用電力そのものを──防霜ファンは深夜電力なんですが、いわゆるハ

ウスとかなんとかに利用をしておりますそういう季節的な電力、これに関して農事用電力を

もう廃止しようかというふうな動きさえ出ているということなんですね。何を言いたいかと

いいますと、やはり茶業振興法案等を国がつくっていただいて、そこの段階からコスト削減

という意味でも、そういう防霜ファンの電気料、電気代、あるいは茶工場の電気代等を国の

ほうで何とかそこら辺をコストが少しでも安くなるような形に持っていくためにも、やはり

国がそういう振興法案をつくっていただいて、それでその細部にわたっていろんな振興策と

いうのを立てていただくというのが、これがやはり一番理想的な形かなというふうに思いま

すので、ぜひ市長のほうもそういった意味で、そういう会等において、あるときには振興法

案の成立に向けて、動きというのをさらに活発化させていただきたい。当然、私たち議員も、

昨年意見書を出しました。全国茶サミットのある自治体等に働きかけをいたしまして、八十

数カ所私のほうで送らせていただきました。多分、三十幾つの自治体は出しておられるとい

うふうに──これは返事が来たところ、来ないところがありますので一概には言えませんが、

把握をしております。そういうことで、私たちも何らかの形でそういう振興法を成立させて、

そして、全国的な、そういうお茶の今後の発展に頑張りたいと思いますので、市長のほうも

ぜひそこら辺をお願いいたしまして、今回の私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 これで田中政司議員の一般質問を終わります。 
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 引き続き一般質問の議事を続けます。３番田中平一郎議員の発言を許します。 

○３番（田中平一郎君） 

 皆さんおはようございます。傍聴席の皆さん、早朝よりどうも御苦労さまでございます。

よろしくお願いします。 

 それでは、議長のお許しをいただきましたので、通告書に沿って一般質問をさせていただ

きます。 

 議席番号３番田中平一郎です。初めての質問でいささか緊張をしておりますが、よろしく

お願いします。 

 まず、嬉野市の観光スポットの一つであります塩田町志田焼の里博物館のトイレについて

お伺いいたします。 

 大正３年から昭和59年にかけて使用をされていた焼き物工場がそのまま残る、日本でも珍

しい施設として知られる志田焼の里博物館は、年間を通して約8,000人の入場者が来館され

ております。これから先もさらにふえると見込まれます。施設そのものは整備されているよ

うに思われますが、そこには障害者用のトイレがありません。障害者の皆さんも快適に利用

をできるバリアフリーのトイレをぜひ設置していただきたいと思います。また、女性用、男

性用ともに水洗ではありませんので、水洗にしてほしいと要望をいたします。 

 次に、唐泉山のトイレについてお伺いします。 

 平成５年、竹下元総理大臣のときに、１億円ふるさと創生事業の一環としてできた唐泉山

の林道、その頂上付近にある公共トイレがあります。このトイレは掃除がされていない状態

です。このトイレと林道は市の管轄と聞いておりますが、いつだれが掃除をしているのか教

えていただきたいと思います。 

 次に、久間北開線についてお伺いします。 

 国道498号線と接続する市道冬野北開線については、冬野新道入り口交差点の信号を避け

るため、旧道のほうへ多くの車が通行しています。この道路は通学路でもあり、幅員も狭く、

非常に危険であるため、区民の皆様で十分話し合いをしていただき、行政と一体となった対

応を望むところです。 

 また、子供たちが安全で元気に遊べる公園が嬉野市にはたくさんあります。 

 その中の一つである塩田町イカダ公園の滑り台ですが、長期間使用禁止となったままです。

子供たちの安全を考えると、早急に撤去、もしくは修復をすべきだと考えます。市内の公園

で同じような危険箇所があれば早急な対応を望みます。 

 最後に、住宅火災警報器についてお伺いします。 

 全国の消防法により、平成23年５月31日までに住宅火災警報器を設置するよう義務づけら

れていますが、現在の嬉野市の普及率はどれくらいでしょうか。また、65歳以上のひとり暮

らし世帯において、どのような対応をしているのかお伺いします。 
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 以上、４点につきまして、壇上からの質問は終わります。あとは質問席にて行います。 

○議長（太田重喜君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 ３番田中平一郎議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、大きく４点でございます。 

 １点目が、志田焼の里博物館と唐泉山公園のトイレについて、２点目が、冬野北開線につ

いて、３点目が、イカダ公園の遊具について、４点目が、住宅用火災警報器の普及について

と、以上でございます。すべて壇上でのお答えということでございますので、お答えをした

いと思います。 

 まず、志田焼の里博物館のトイレについてお答え申し上げます。 

 志田焼の里博物館につきましては、地域の宝として整備を進めておるところでございまし

て、また、管理等につきましても、地域の皆様方にお願いをしておるところでございます。 

 御発言のように、毎年多くのお客様が来るようになりましたので、今後とも努力をしてま

いりたいと思います。 

 御指摘のトイレにつきましては、バリアフリーの取り組みがおくれておるところでござい

ます。 

 志田焼の里博物館の整備につきましては、合併後、毎年予算を投入して整備を行っており

ます。以前から要望がありました進入防止の対策や周回路の再整備について実施をいたして

おるところでございます。指定管理を受けていただいた団体からは、地域物産の展示場や周

回道路の整備などを優先して整備するよう御意見をいただいたところでございます。今後も

予算を組みながら対応をしてまいりたいと思います。議員の御提案につきましても、先方と

協議して、優先整備について決定してまいりたいと考えております。 

 次、２点目の、唐泉山の公衆トイレについてでございます。 

 御指摘のトイレにつきましては、現在、管理がおくれておるところでございます。このト

イレにつきましては、塩田町の事業として平成８年に整備されたものでございますが、管理

がなされておりませんので、御指摘いただきましたので整備を行ってまいりたいと思います。 

 次、３点目の、冬野北開線についてでございます。 

 御意見の市道につきましては、平成16年に市道認定をされております。以前から地元とし

ては通行規制の要望があっております。警察と協議をいたしておりまして、地元の御同意を

いただければ、通行規制も可能とも思われますので、まず、交通規制の形態について、地元

と協議を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、イカダ公園の遊具についてお答え申し上げます。 

 イカダ公園の遊具につきましては、平成８年に設置をされております。設置以降、利用頻
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度も多くなく、整備がおくれておるところでございます。前年の市内の公園の施設点検の際

に、老朽化が目立ちましたので使用を中止といたしております。今後、撤去をいたしたいと

思います。 

 御意見の市内の公園などの遊具の点検につきましては適宜行っておりまして、昨年も、和

泉式部公園など、新設整備を行っているところでございます。今後も点検を行い、危険防止

に努めてまいりたいと思います。 

 次に４点目の、家庭用火災警報器についてお答え申し上げます。 

 家庭用の火災警報器につきましては、以前から設置の呼びかけをいたしておるところでご

ざいます。市役所、消防団、消防署と協力して設置推進を行っております。昨年も実施いた

しました地区別のふれあい対話集会の席でもお願いをして回ったところでございます。 

 嬉野市内の設置率でございますが、消防本部の推計の設置率は31％になっております。消

防署といたされましても設置推進を行っておりまして、再度６月の行政嘱託員会でアンケー

トの依頼がなされたところでございます。項目としては、設置の有無、また、設置をしない

理由などで、今月依頼をされましたので、結果を共有させていただきながら設置の促進を行

ってまいりたいと思います。 

 次に、補助制度につきましてでございますが、現在考えておりません。設置の機器につき

ましても、以前より廉価でも機能を備えているものが出てまいりましたので、設置の御努力

をしていただければと考えております。ただし、市内で現在134台利用をしていただいてお

りますひとり暮らし高齢者等緊急通報事業で設置する機器につきましては、火災警報のシス

テムも組み込むようになっておりますので、整備が進むものと考えておるところでございま

す。 

 以上で田中平一郎議員のお尋ねについて、お答えとさせていただきます。 

○議長（太田重喜君） 

 田中平一郎議員。 

○３番（田中平一郎君） 

 まず、項目ごとに質問をしたいと思います。 

 志田焼の里博物館のトイレについて。 

 志田焼の里博物館に来館される入場者ですね、年間8,000人ぐらい来られていますが、平

成19年度が8,000人、それで平成20年度が9,000人、平成21年度が約8,000人、平成22年度は

どのくらいの入場者が見込まれるのか、目標のようなものがありましたらお聞かせ願います。 

○議長（太田重喜君） 

 企画企業誘致課長。 

○企画企業誘致課長（井上嘉徳君） 

 お答えいたします。 
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 22年度の目標ということでございますが、目標ということを特に設定しているわけではご

ざいませんが、先ほど来おっしゃっているように、平成19年度が8,000人、20年度が9,000人

というような増減が少しはありますが、１万人を超えるようなところで目標設定をされれば

というようなことで考えております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 田中平一郎議員。 

○３番（田中平一郎君） 

 ことしはやはり１万人を目標に入場者が訪れるように頑張ってほしいと思います。ここの

博物館につきましては、いろんな改革がなされておりまして、佐賀県でもユニバーサルデザ

インに積極的に取り組んでおるということで、嬉野市においても、「嬉野市ひとにやさしい

まちづくり」と題して、「日本一のバリアフリーのまち嬉野」を目指してと掲げてあります。

ユニバーサルデザインとは、企画課長、これは大体一般の人は余りなじめない、わからない

と思いますけど、簡単に説明していただけますか。 

○議長（太田重喜君） 

 企画部長。 

○企画部長（中島文二郎君） 

 お答えをいたします。 

 ユニバーサルデザインというのは、みんなに優しいデザインという意味で、年齢、性別、

文化、身体の状況など、人々が持つさまざな個性や違いを越えて、一人一人がお互いに多様

性を認め合う、これからそういったことが言われておりまして、だれでもが利用をしやすい

ようなまち、そういった建物から製品、環境、サービスづくりを行っているというのがユニ

バーサルデザインの目的だと思っております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 田中平一郎議員。 

○３番（田中平一郎君） 

 もう一回繰り返します。 

 ユニバーサルデザインとは、ユニバーサル──すべての普遍的なという意味がありまして、

デザイン、設計、計画の２つを組み合わせた言葉で、製品、建物、空間、環境などをさまざ

な人ができる限り利用可能であるように初めから考えてデザインをするという概念です。 

 世の中には、男性や女性、子供やお年寄り、体に障害を持った人、日本語がわからない人

などさまざまな人たちがおられます。こうした違いを越えて、できる限り多くの人に使いや

すいように考えてつくることがユニバーサルデザインです。 
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 それにユニバーサルデザインと比べるものに、バリアフリーという言葉があります。バリ

アフリーとは、もともと建築用語でバリア──障壁、フリー──除く、つまり障壁となるも

のを除き取り、生活しやすくすること。具体的には、段差を解消するためのスロープや車い

すを使っている人も利用をできるトイレの設置などがあります。バリアフリーは、問題を発

見し、その解決を図るものである一方で、ユニバーサルデザインは、初めから高齢者や障害

のある人を含めて、できる限り多くの人に使いやすいように考えてつくるものでございます。

「ひとにやさしいまちづくり」という嬉野市のプランの中で、「日本一のバリアフリーのま

ち嬉野」実現に向けて、バリアフリーなおもてなしのあるまち、環境と公共施設などのユニ

バーサルデザインを進めるまち、住民同士が助け合うまちという、この三本柱を立てて、基

本的な取り組みをなされておられます。 

 ことしの12月に我が市嬉野市でも、ユニバーサルデザインの全国大会が開催されるとなっ

ておりますが、志田焼の里博物館に障害者用のトイレがないのはおかしいじゃないですかと

いうことで、このようなことから、志田焼の里博物館に障害者用のトイレをぜひつくるべき

と考えます。いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 御指摘につきましては、もう十分承知をしておりますし、現場の状況も把握をいたしてお

ります。 

 毎年、志田焼の里博物館につきましては、相当の予算をつぎ込みながら整備を進めておる

ところでございまして、議員の御提案の趣旨も十分呈して、これからまた行ってまいりたい

と思っておるところでございます。 

 もともと志田焼の里博物館自体が、いわゆる焼き物の工場でございまして、そういうよう

なことで、いわゆるバリアフリーとか、ユニバーサルとか、そういう視点を用いてつくって

はございませんでしたので、非常にすべての面で整備がおくれているというのはもう十分わ

かっております。毎年行っておりまして、先年も、年内の通路の整備とか行っております。 

 ちょうど私もこの前行っておりましたときに、福岡地区の前原地区だったですかね。あそ

こから、いわゆる高齢者施設の方がお見えになっておりまして、お二人ぐらい車いすで見学

をしてありましたけれども、幸いにして去年、園路の整備をいたしましたので、外回りにつ

いては回れるわけでございますけれども、やっぱり工場内についてはなかなか厳しいなとい

うようなことでございまして、そういう点で、完全に車いすだけで見ていただくというのは

厳しいということでございまして、担当の館の職員さんと、それから、当日御引率していた

だいた方々にも、当然そういうことは御説明をしながら見学をしていただいたということで
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ございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 田中平一郎議員。 

○３番（田中平一郎君） 

 年々観光客の皆さんが多くなるという中で、そしてまた、今年12月に嬉野市でも全国大会

が行われるという中で、やはりそういう体の不自由な人が来られるかもわかりません。そう

いう中で、やっぱりこういうトイレの設置、障害者用のトイレの設置を必要とするものであ

ります。今までなぜ設置もできなかったのかということに対してお伺いします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 以前のことは、先ほど申し上げたとおりでございまして、いわゆる工場としては議員御発

言のように、昭和の時代まで動いていたわけでございますので、いわゆる仕事を進めやすい

ような施設でつくられたのではないかなというふうに思っております。合併いたしましてか

ら、志田焼の里博物館に土地を買収させていただきましたので、今、毎年整備を進めておる

ということでございます。合併以前は、建物の整備について、旧塩田町のときに取り組んで

いただいておったということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 田中平一郎議員。 

○３番（田中平一郎君） 

 その説明でようわかりました。その後、また検討をしながら、ひとつよろしくお願いいた

します。 

 それでは、唐泉山のトイレについて質問をいたします。 

 平成５年の竹下元総理大臣の１億円創生事業の一環としてできた唐泉山の林道、この頂上

付近にある公衆トイレですけど、この林道とトイレの掃除はされておられるんでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 御指摘のトイレにつきましては、いわゆる林道利用者のためのトイレという形でつくって

あると思います。建物もしっかりしておりますし、そういう点で、唐泉山自体を散策してい
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ただく方のトイレということで整備をされたというふうに考えております。ただ、利用者等

も非常に少なくて整備がおくれておったということでございまして、議員御指摘でもござい

ますので、冒頭お答えいたしましたように、整備はこれからまた続けていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 田中平一郎議員。 

○３番（田中平一郎君） 

 掃除ですけど、月何回されているのか、そして、掃除をされている担当課はどこなのか、

また、当番制なのか、お伺いします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 先ほど申し上げましたように、平成８年にできておるわけでございますが、できた当初は

管理をしていたということでございますが、今は管理をいたしておりませんので、これから

は管理をしていくということでお答えを申し上げたとおりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 田中平一郎議員。 

○３番（田中平一郎君） 

 私が教育委員会におるときに１回視察に一人で行きまして、荒れ放題でこれは大変だなと

思って帰ってきた次第です。それから、先月の27日ぐらいにまた上ってみて、荒れ放題です。

それで、頂上付近の公衆便所のちょっと畦川内よりに下ったところに１軒家がありまして、

そこのおばちゃんがおりましてちょっとあいさつをしたところ、私が若いころは掃除をして

いたと。それで、もう頭を下げましてお礼を言ってきたんですけど、今はお年を召されて掃

除をしていないと言われました。それで、そこには水がないんですね。だから、掃除をする

にしても下から軽トラックかなんかで水をくんでいって掃除ばせんにゃできない状態なんで

す。林道の道路も、もう枯れ葉がいっぱいで覆いかぶさってしまって、そして、落石もあっ

て、石ころがいっぱいあって、ちょっとこれはやっぱり掃除もせんばいかんなというふうな

感じを受けてまいりましたので、行政の担当の方にもお願いしたいと思います。ま、そうい

うことです。だから、いつだれが来ても常にきれいなトイレであってほしいと思っておりま

す。 

 トイレにつきましては以上です。 

 次に、久間北開線道路について。 
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 国道498号線と接続する市道冬野北開線については、冬野新道入り口交差点の信号を避け

るため、旧道のほうへ多くの車が通行をしています。この道路は通学路でもあり幅員も狭く

非常に危険であるため何かいい改善策が必要と思いますが、どうお考えでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 北開線につきましては、議員の御発言のとおりでございまして、いわゆる信号が近隣の道

路にあるわけでございまして、そこを、信号待ちを避けるために近道をされるというふうな

形ではないかなというふうに思っておりました。地域の方のいろいろ御意見等もいただいて

おるようでございます。ただ、大型の車両通行等はできないわけでございますので、これは

近隣の方の御協力をいただければ、やはり通行規制がいいんではないかなというふうに以前

から検討をされておるということでございます。そういうことでございますので、一応、Ｐ

ＴＡの方あたりが立て看板等も立てていただいておりますけれども、通学の危険防止という

視点から、もう一回地域の方々の御意見をいただいて規制ができれば私としては一番いいん

ではないかなと思いますので、そこら、ぜひ先ほど申し上げましたように、御相談をしてま

いりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 田中平一郎議員。 

○３番（田中平一郎君） 

 私もその現場に行きまして、住民の方とお話をさせていただき、そして、区長さん、そし

て、前区長さんともお話をして、この対策をどうしたらいいか、そしてまた、一般質問に出

していいのか許可をいただきましたので、今回、一般質問の題にいたしたわけですけど、あ

そこに今度、美笑庵という済昭園のケアホームができております。そういう関係で、車の量

も物すごく多く、あの信号を避けるために、会社に行こうで、冬野から真っすぐスピードを

出していくんですね。そこの道は改造されませんので、そこを何とかスピードを落とさせる

方法をいろいろ話もしましたけど、進入禁止にしたらどうかとか、時間外進入禁止にしたら

どうかとか、それで、白線をもっと内側に、車両幅ぐらいに引き直したらいいんじゃないか

とか、そしてまた、でこぼこのぼこぼこぼこという、そういう障害の道路にしたらいいんじ

ゃないかとか、いろんなお話をしてきました。警察としては、やはりそこを調査して、あそ

こは通学路でありますので何人学校に通っているのか、それでどのくらい車の量があるのか、

それを把握した上で規制をかけると。だから、あそこの道路というのは非常に難しい問題を

抱えておるわけですけど、白線を引くにしても、あそこの管理者担当──結局、市道の場合
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は市役所ということになりますけど、黄色い線は警察、警察が行政に頼みます。そういうふ

うにして管理者担当がおられるわけですけど、あそこはやっぱり白線の外側はちょっと道路

の外に近いんですね。歩行をするにも狭い、そして、乳母車を押していくのも白線の内側に

来る。だから、あそこをどうかして改造をする必要があると思います。 

 このようなことから、地区の区長さんとか、役員さん、住民の皆さんと集会を開いて、区

民、行政、警察とが一体となった改善をしていただきたいと考えますが、どうでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 議員御発言の状況についても十分把握をしておるところでございまして、また、実はそこ

でお仕事をしておられる方もおられるわけでございますので、やはり地域の方の御意見が一

番大事だろうというふうに思っております。そういう点では、区長さんにもお聞きになって

いるということでございますので、私どもといたしましても、この御意見あたりも聞きなが

ら、やはり警察と協議をしていきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 田中平一郎議員。 

○３番（田中平一郎君） 

 早急な改善策をお願いしたいと思います。 

 それでは、塩田町イカダ公園の遊具について。 

 イカダ公園の滑り台ですが、長期間使用禁止となったままです。この件につきましては、

何名かの議員の方が質問をされていると聞きましたが、１年以上何の進展も見られません。

子供たちの安全を考えると、早急に撤去、もしくは修復すべきだと考えますが、いかがでし

ょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 冒頭、お答え申し上げましたように、イカダ公園につきましても点検をいたしておるとこ

ろでございまして、それで、議員御発言のように、いわゆる一番手前は使用禁止にしており

まして、これはもう撤去をするということで使用禁止にいたしておりますので、撤去をさせ

ていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 
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○議長（太田重喜君） 

 田中平一郎議員。 

○３番（田中平一郎君） 

 嬉野市内の公園で、そういう危険箇所があるのかお聞きしたいんですけど、よろしくお願

いします。 

○議長（太田重喜君） 

 支所総務課長。 

○支所総務課長（永江邦弘君） 

 お答えをしたいと思います。 

 今、御指摘をいただいていますように、ほかの公園がないかということですけど、公園も

いろいろございまして、それぞれに所管をする課を決めております。 

 私ども総務課で一応管理をしている公園につきましては、７カ所程度をいたしております。

この公園の所管をするというのは、私どもは公園の中にスポーツ施設も併用をしておりまし

て、そこの受付関係がございまして、そういうものを含めたところでの管理ということで行

っているところでございます。公園でも７カ所というのは、みゆき公園とか、鷹ノ巣公園、

あるいは和泉式部公園、イカダ公園、中央公園、北部公園、西部公園という７カ所を管理い

たしております。私どもの管理も、当然公園を管理して毎日見てもらっている担当がおりま

すので、一応毎日の点検をいたしております。 

 遊具につきましてもいろいろございまして、木製遊具あたりになりますと、どうしてもや

っぱり木の腐食が目立ったりする部分もございますので、そういった部分につきましては、

随意点検をして、腐食をした部分は、できる部分は担当課のほうで取りかえるなどのいろん

な処置をやっております。特に、私どもの管理している部分については、目立った部分では

大きな腐食もなかったもんですから、今の現状に至っておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 建設課長。 

○建設課長（中尾嘉伸君） 

 お答えをいたします。 

 先ほど支所の総務課からも答弁があったんですが、公園につきましては、実は建設課のほ

うの所管の公園も12カ所程度ございます。それにつきましては一応点検もいたしておるとこ

ろですけれども、きょうあしたにかえなければいけないというふうなところは見受けられな

かったということです。ちなみに、今月の初めですかね、商工会さんと、それから、地元の

子供さんを対象に、遊具のペンキ塗り、維持補修のためのペンキ塗りというふうなことも、

教育を含めてした経緯もございます。そういったところで、常日ごろ私たちも見て回る義務
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もございますけれども、先ほど申しましたように、今のところは見受けられなかったという

ふうなことでございます。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 御質問についてお答えいたします。 

 産業建設課の所管につきましては、農村公園が７カ所ございます。去年の11月24日、それ

から、ことしの６月１日ですが、その７つの公園につきまして、遊具について現地確認をい

たしましたところ、危険箇所がないということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 田中平一郎議員。 

○３番（田中平一郎君） 

 ３年ほど前になりますけど、五町田小学校のジャングルジム、そして、嬉野中学校の鉄棒、

これもずっと使用禁止になっていたんですね。それで、その後どうなったのか、教育長、ど

うなったかわかりますか。 

○議長（太田重喜君） 

 通告外ですので、教育長に答弁は求められません。（「関連しとっと思いますよ」と呼ぶ

者あり）関連……。 

 暫時休憩いたします。 

午前11時 休憩 

午前11時 再開 

○議長（太田重喜君） 

 再開します。田中平一郎議員。 

○３番（田中平一郎君） 

 その件については、担当課はどちらでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 教育部長。 

○教育部長（宮崎和則君） 

 お答えをいたします。 

 ただいま田中議員のほうから言われた件についての遊具ということは私も把握はできてお

りませんけれども、学校の遊具につきましては、年２回点検をいたしております。そのよう

なことで、さっき言われた件については、再度確認をいたしたいと思います。 
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○議長（太田重喜君） 

 田中平一郎議員。 

○３番（田中平一郎君） 

 遊具につきましては、学校、そして公園、すべてのところで子供たちが元気で安全に遊べ

る遊具としての設置を切に希望をいたします。 

 最後に、住宅火災警報器の普及について。 

 全国の消防法により、平成23年５月31日までに住宅火災警報装置を設置するよう義務づけ

られました。平成22年５月までの普及率は、全国で50％、佐賀県で30％、杵藤地区で30％未

満、現在の嬉野市での普及率はどれくらいでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 先ほど申し上げましたように、嬉野市内でございますけど、消防署の推定による設置率が

31％程度ということでお答えを申し上げました。それで、６月の行政嘱託員会の席に、消防

署から再度お越しいただきまして、もう一度、設置率その他についてのアンケートをとりた

いということでございましてお願いをされたところでございます。これからまた、集計等も

あると思いますので最終的な数字はそれでわかると思いますけれども、大体30％ぐらいかな

というふうなことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 田中平一郎議員。 

○３番（田中平一郎君） 

 住宅火災警報装置をなるだけ普及させていただくようにお願いしておきます。 

 先日、３日の日やったですか、多久のほうで火災によって亡くなった方がおられます。そ

ういうふうなことがありますから、なるだけ普及率を上げていただきたいと思います。 

 それでまた、嬉野市においては、65歳以上のひとり暮らしの世帯においてどのような対応

をしておられるのかお伺いします。そしてまた、65歳以上のひとり暮らしの世帯がどれくら

いあるのかお伺いします。 

○議長（太田重喜君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（江口常雄君） 

 まず、65歳以上のひとり暮らしの高齢者数ですけれども、市内４月１日現在では、1,068

人という数字になっております。 
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 そして、高齢者世帯の火災警報器ということですけれども、先ほど市長が答弁いたしまし

たけれども、旧嬉野町では、緊急通報装置の電話機に火災警報器とガス漏れ警報器が一体と

なったものがついておりまして、134台についてはそれを利用していただいているというこ

とでございます。今年度16台ほど期限が切れた機種がありまして、それには更新をして、ま

たその分ふやしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 田中平一郎議員。 

○３番（田中平一郎君） 

 参考のためにちょっとお話しておきますけど、武雄市では、ひとり暮らしの65歳以上の方

の家に消防団から取りつけてもらっております。そして、嬉野市の大草野小学校のＰＴＡの

皆さんは、アルミ缶を集めて、その収益金で火災警報装置を買って65歳以上のひとり暮らし

の世帯に取りつけておられます。すばらしいこの取り組みには、私は大草野小学校のＰＴＡ

の皆さんに敬意を表したいと思います。やっぱりこういうことは皆さん見習わないかんなと

思って感動をいたしましたね。そういうことで、ひとり暮らしの65歳以上の方、いつ何どき

何があるかはわかりませんので、やはり担当の方とか、行政の方とか、声をかけ合って配慮

をしていただきたいなと思っております。 

 こういうことで、これで私の質問を終わります。 

○議長（太田重喜君） 

 これで田中平一郎議員の質問を終わります。 

 引き続き一般質問の議事を続けます。２番山口忠孝議員の発言を許します。 

○２番（山口忠孝君） 

 おはようございます。議席番号２番山口忠孝です。議長のお許しを得ましたので、一般質

問を行いたいと思います。 

 先日来、シーボルトの湯に関してたくさんの一般質問がなされ、多くの問題点、要望が出

されてきました。これは、裏を返せばシーボルトの湯に対する期待や関心が高いということ

のあらわれだと思っております。この市民の方々の声をくみ上げて、みんなに親しまれる公

衆浴場に育ててほしいと思っております。 

 ところで、話が少しずれますけれど、昨日、一昨日の２日間、佐賀市で全国食育大会が行

われていました。私も昨日、嬉野市の食育推進会議委員の方と一緒に出かけてきました。嬉

野市は嬉野茶の宣伝に一役買っておられました。そこでは、手もみの実演というか、体験と

インストラクターの方が嬉野茶を入れて吉田焼きの器に出して、そういうデモンストレーシ

ョンを行っておられました。担当課の方は２日間、蒸し暑い中、本当にお疲れのことだった

と思います。この食育大会の是非は別といたしまして、嬉野茶の宣伝には大きく寄与したと
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思っております。惜しむらくは嬉野の会場のところに嬉野温泉のポスターやパンフレット、

シーボルトの湯のポスターなどが掲示してなかったのが残念だったと思います。それでも嬉

野のところは県内の他の市町村と比べて、手前みそですけど内容的にはよかったと自負して

おります。 

 さて、本題のシーボルトの湯の件ですけど、先般より改善点、問題点が多く指摘されてお

りますが、私はこのシーボルトの湯を含め、どういう形で嬉野温泉を宣伝していくかという

視点で質問していきたいと思っております。 

 具体的な点は質問席のほうで質問したいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 暫時休憩いたします。 

午前11時９分 休憩 

午前11時10分 再開 

○議長（太田重喜君） 

 再開します。山口忠孝議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 済みません、先日４月20日にシーボルトの湯からＮＨＫの生中継が全国放送でありました

けど、その点の事前の広告、宣伝が行われていたのかどうか、そういうことがわかっている

なら、どうしてもっと市民の皆さん方に教えないか、その点も聞きたいと思っております。 

 また、具体的な点は質問席のほうでもう一度質問したいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 ２番山口忠孝議員のお尋ねについて、お答え申し上げます。 

 シーボルトの湯での放送等についてでございます。 

 ＮＨＫのシーボルトの湯の放送についてのお尋ねでございますが、ＮＨＫでの放送につき

ましては、嬉野町時代からさまざまな方法でお願いをいたしておるところでございます。以

前から嬉野の催しなどにつきましては放送等で大変御協力をいただいております。「のど自

慢」の放映につきましても短期間に２度も行っていただいたところでございます。また、ラ

ジオの「民謡をたずねて」等につきましても放送をしていただき、地元の紹介などにも役立

ったと考えております。また、毎年いろいろな取り組みについて要望もいたしておるところ

でございます。また、日ごろから取材なども積極的にお願いをいたしておるところでござい

ます。 

 そのようなことから、今回も開業に合わせて行っていただいたところでございまして、今

後もお願いをいたしてまいります。お知らせにつきましては、決定いたしましてから県外の
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ふるさと会などへは案内はがきも出してお知らせをいたしましたし、またホームページ等で

の予告をいたしております。また、職員等を通じて市民への告知を行ったところでございま

す。また、ＮＨＫの局でも積極的に予告を出していただきましたので、おかげさまで大きな

反響があったところでございます。また、終了後につきましても局へ再度御訪問いたしまし

て、今後の取り上げ等についてもお願いをいたしてまいったところでございます。 

 以上で山口忠孝議員のお尋ねについてお答えといたします。 

○議長（太田重喜君） 

 山口忠孝議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 最初に、お断りしておかなければなりませんけど、私はこの生中継を見ておりません。恥

ずかしい話ですが、テレビ中継の翌日に市内の人からきのうテレビ見たねと言われまして、

何をというぐあいで、恥ずかしい思いでいっぱいでした。だから、このことを少し積極的に

質問したいと思っております。どうして市の中で、私も前日には市役所に出かけてきたんで

すけど、そういう話も一言も出なかったので、残念でしようがありませんでした。 

 ところで、まず最初にこのようなＮＨＫの生中継という先ほどの「のど自慢」などの中継

録画の分はお話いただきましたけど、生中継でお昼の時間帯に全国放送が過去にも何回かあ

ったのでしょうか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今回のＮＨＫのお昼の特別放送につきましては、いわゆるシリーズで行っておられるわけ

でございまして、各県をめぐっておられるということでございます。それで、以前もちょう

ど一月ぐらい前には同じような形で湯遊広場からラジオで全国放送がなされたところでござ

いまして、いろんな形で全国放送がございますので、お願いをしてまいりました。また、こ

のお昼の放送前後にもいわゆる九州版でも放送をしていただきましたので、そういう点では

ＮＨＫの皆さん方には日ごろから大変お世話になっておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口忠孝議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 この企画はどのくらい前から話があったのでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 古湯温泉課長。 

- 265 - 



○古湯温泉課長（三根清和君） 

 お答え申し上げます。 

 ＮＨＫの中継の件でお尋ねということでございます。 

 まず、ＮＨＫに限らずいろんな放送局から今回中継、また収録等があっておりますけれど

も、ＮＨＫだけにしてみますと、実は全国放送の分ですね、例えば「のど自慢」とか、それ

から今回の「生中継ふるさと一番！」なんかの全国放送については、ある程度早くから日程

を言ってきます。ところが、最終的な日にちと、それからどのような形で中継をするとかと

いうのが、実は最終的に決まるのが20日ぐらい前になるんですよ。非常に最終決定が遅いと

いうこと、それといろんな天候の状態もありますし、どういう構成にするかというのもなか

なか決まらなくて、シーボルトの湯周辺で中継を行いたいというのはちょっと早くからも来

るんですけれども、日程とそういうのがなかなか決まるのが遅いということですね。それと、

あと県内放送、それから九州沖縄管内放送もあったんですけれども、これなんかもう１週間

ぐらい前にならないと最終決定しないということで、なかなか告知するにも時間が足りない

というのが現状でございます。 

 こういうこともありますので、最終的に決まった場合は、とりあえずはもう近くの方にま

ずお知らせをして、御親戚、全国放送だったら全国どこでも見られますので、そういう方に

お願いして告知をしているという状況でございます。 

 それから、市長が答弁をしましたように、いろんな放送局への依頼はしておりますけれど

も、今回、非常に嬉野地区を重点的に見ていただいておりまして、ラジオ番組からずっとＮ

ＨＫさんには続けて放送していただいております。ふだんからのうちのほうからのいろんな

おつき合いといいますかね、そういうところで今回実現したんじゃないかということで思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口忠孝議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 こちらのほうからお願いしたということですけど、経費とかそういう費用の面ですよね、

民間、個人のあれでしたらちょっとＣＭ料みたいな形になりますけど、ＮＨＫですからそう

いうこともないと思いますけど、そういう面ではどうだったんでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 古湯温泉課長。 

○古湯温泉課長（三根清和君） 

 お答えいたします。 

 放送にかかる経費は一切かかっておりません。すべてＮＨＫさんのほうから見ていただい
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ておりますけど、ただ、ちょっとうちのほうが困るというのは、その時間帯がちょっとＮＨ

Ｋさんの貸し切り状態になりますので、ほかのお客様に御迷惑をかけるということぐらいで、

その旨、幾らか収入減にはなったんですけれども、そのほかの経費というのは一切かかって

おりません。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口忠孝議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 先ほどはＮＨＫの場合は最終が20日ぐらい前に決定するということで、なかなか事前の広

報関係が難しいということですけど、例えば決まった時点でチラシを全市内に配るとか、宣

伝カーをちょっと数日前に出して、ありますよというそういう告知の仕方もあると思うんで

すけど、そういう企画の話は出なかったんでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 ＮＨＫさんの場合でもいろいろ番組よって異なりますので、例えば「のど自慢」とか、そ

れから公開録音とか公開録画とかいうものがある場合につきましては、相当以前から決定し

ますので、いわゆるもちろん参加者の募集から入られるわけでございますので、その点では

相当時間がありますので、広報も積極的に行いますし、またＮＨＫさん独自も広報をしてい

ただきますので、その点では番組の種類によって少し違うのかなというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口忠孝議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 私にも一言声をかえてくだされば最低10人ぐらいには声をかけて、遠くの人にもお昼ある

ので「笑っていいとも」を見よったらＮＨＫを見てくれと、嬉野が出るからと、そういう声

をかけたことだと思います。今、シーボルトの湯が４月に開業して、いろんな形で嬉野温泉

を観光アピールして、外に向かっては市の予算を使って大々的に行われています。それも大

事ですけど、市民一人一人が嬉野温泉の広告マンとなってくだされば市長がトップセールス

で行っているのと同様に大きな効果が得られるのではないかと考えておりますけど、いかが

でしょうか。 

○議長（太田重喜君） 
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 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 御意見のとおりでございまして、そこら辺については今後できるだけ早くお知らせをして、

また市民の皆さん方の御協力をいただきながら頑張っていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口忠孝議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 シーボルトの湯の開業をきっかけに、市民のみんなが宣伝マンとなれるように、お金のか

からない施策も考えて頑張ってもらいたいと思っております。 

 次に、２番目の質問ですけど、名誉市民についてお尋ねします。 

 これも私の無知から出た質問で本当に申しわけなく思っておりますけど、よろしくお願い

します。 

 ある席で名誉市民ということを伺いまして、嬉野市にそんな人がいたのかと驚きを持って

みたのが質問の素朴な疑問でございます。 

 ところで、現在何人名誉市民の方がおられるのでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 名誉市民についてお答え申し上げます。 

 嬉野市の名誉市民につきましては、現在まで５名となっております。旧嬉野町の名誉町民

の方が３人、旧塩田町の名誉町民の方がお２人で、合併により名誉市民になっておられます。

現在、御健在の方はお２人でございます。 

 この名誉市民につきましては、条例によって定められておりまして、選定につきましては

議会の同意によって決定をされるところでございます。市長が名誉市民の選考委員会を開催

し、適しているとの結論がいただければ議会に議案として御提案を申し上げるということに

なります。この要件といたしましては、市内に在住、また縁故のある方で、功績が卓絶して

市民の敬仰を受けるに対して称号を送るというふうになっておるところでございまして、手

続につきましては以前の両町の手続を踏襲して行うことになるというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口忠孝議員。 

○２番（山口忠孝君） 
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 ということは、現在、名誉市民という方は旧塩田町、嬉野町の名誉町民の方をそのまま継

続されたということですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 旧両町の名誉町民の方がおられましたので、その方々が名誉市民になっておられます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口忠孝議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 その場合は、議会の同意を得たということですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 合併の協議の際に引き継ぐということになっておりましたので、そのまま引き継ぎだとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口忠孝議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 この名誉市民の称号の取り消しというのもあり得るんですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 条例の中に取り消しということでございます。これは名誉市民が本人の責めに帰すべき行

為によって著しく名誉を失い市民の尊敬を得なくなったと認めるときは、市長は市議会の同

意を得て名誉市民であることを取り消すことができるというふうになっております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口忠孝議員。 

○２番（山口忠孝君） 

 いずれにせよ議会の同意が必要だということです。私も議会人の一人として厳しく見てい
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きたいと考えております。 

 また、私も一市民です。市民から尊敬される名誉市民であってほしいとお願いして、私の

質問を終わりたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 これで、山口忠孝議員の質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

午前11時25分 休憩 

午前11時25分 再開 

○議長（太田重喜君） 

 再開いたします。（「ちょっといいですか。１回目の質問だけしましょうか」と呼ぶ者あ

り）はい、１回目の質問だけお願いしましょうか。 

 それでは、引き続き一般質問の議事を行います。17番山口要議員の発言を許します。 

○17番（山口 要君） 

 17番山口要です。ただいま議長の許可をいただきましたので、通告書に従いながら一般質

問を行ってまいりたいと思います。突然一般質問が降りかかってまいりましたので、いささ

か戸惑いを見せておりますけれども、気を引き締めながら一般質問を行ってまいりたいと思

います。今回の一般質問６点ほど上げておりますけれども、執行部の皆さん方に対してはソ

フトな語り口でお尋ねをしたいと思いますので、さほど緊張なさらずにお相手をお願いした

いと思います。 

 それでは、まず、今日、地域間格差というものが非常に拡大をしてきております。そうい

う中で地方自治というものがますます厳しい状況というものに追い込まれる中において、今

後の自治体運営というものは、やはり今の状況、そして、将来の方向等を見きわめながらス

ピード感を持って、マクロ、ミクロ両方の視点に立った手法というものが求められているわ

けであります。 

 そのことを含みおきながら、まず第１点、市長の政策施行についてということであります。 

 市長は、48歳で嬉野町長に当選して、今日まで15年間、町長、市長としての職務を遂行し

てこられたわけでありますけれども、市長が前々回の一般質問のときに申し上げましたよう

に、もう恐らく次は出ないということをはっきり明言をしておられますので、恐らく３年半

後はまず200％出られないということを確信を持ちながらお尋ねをしたいと思います。 

 市長の３年半という限られた期限の中で、過去15年の町長、市長としての職務の中のその

仕事の検証と、そして、あと任期内に仕上げておきたい施策、あるいはまた道筋をつけてお

きたい施策についてお尋ねをしてみたいと思います。 

 次に、２番目、業務・財政改善についてという大きな問題でありますけれども、その中の

まず第１点、宮崎の口蹄疫の問題が今非常に大きな問題となってきております。このような
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中において、やはり天災、人災含めて災害時における危機管理の重要性というものが非常に

増してきております。佐賀県においては危機管理監という職務を設けて対応しておられます

けれども、本市における危機管理体制というものはいかようになっているのかお聞かせをい

ただきたい。 

 次に、２番目ですけれども、佐賀県においては職員みずから業務改善に取り組み、働きや

すい職場づくりを進めるというスマイルプロジェクト、整理整頓など身近にできる業務改善

を提案して、働きやすい職場に変えていくということでありますけれども、これを全庁での

取り組みに広げてきておられます。このことについては本市でもできないことはないわけで

すので、今後、取り組みをされてはどうかということでお尋ねをしたいと思います。 

 次に、３番目、今、地方行政に対して住民の希望、願望というものがあって、やはり監査

というものに対しての透明性というものが求められてきております。そういう中で、本年、

みやき町においては代表監査委員を常勤体制に移行いたしました。本市においても監査機能

の充実ということを考えるならば、やはりこのことについて検討すべき事項ではないかとい

うことで御提案を申し上げたいと思います。 

 次に、４番目、今、財政というものは非常に厳しい状況になってきております。そういう

中で、今、国においては事業仕分けというものが非常に注目をされ、マスコミ等でも大々的

に取り上げておりますけれども、そういうことについて３月議会において、今の本市におけ

るシーリングでは限度があり、それを乗り越えてて、もう一つ事業仕分けをすべきではない

かということで御提案を申し上げましたけれども、そのときに、今後、他市等の状況を見な

がら検討してみるという御答弁があっておりました。その後、どのような対応をされてこら

れたのかお尋ねをしたいと思います。 

 次に、大きい３番目、環境問題についてということであります。 

 今、ＣＯ２の削減ということで地球温暖化対策を目的に、佐賀市においては発光ダイオー

ド、ＬＥＤですけれども、これを使った電球を購入する家庭へのモニター制度を始められま

した。また、住宅の太陽光発電助成の動きも広がってきております。やはり今後の地球温暖

化ということを踏まえる中で、できることから取り組んでいくという姿勢が必要ではないか

というふうに思いますけれども、そういう中で、このダイオードの問題についてどのように

お考えなのか、また、太陽光発電助成につきましては、今回の予算で上げておられますので、

その時点でまた御質問をしてみたいと思います。 

 ２番目、政府は、2005年よりバイオマス、生物資源の活用拡大というものを目指して、バ

イオマスタウンの策定を奨励しております。佐賀県においては、伊万里、佐賀、唐津市が既

に実施をしておられますし、近隣では白石町が今後策定の予定となっております。本市にお

いてはどのように今後取り組んでいかれるお考えなのかお尋ねをいたしたいと思います。 

 次に、大きい４番目、観光問題についてということでありますけれども、本当にこの観光
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は我が嬉野市の非常に重要な産業でもあります。観光がしぼむことによって、他の産業に大

きな影響を及ぼしてまいります。そういう中で、現状の観光業の状況を見てみますと、非常

に厳しい状態でもあります。夜、旅館等の電気を見ますと、本当にウイークデーにおいては

電気が閑散としかついていないということで、その業者の方についてもかなり厳しい状況を

感じておられるところであります。 

 観光の語源というものは、中国の古典である易経の中に、国の光を見るはもって王に賓た

るにかくのごときということに由来をしているということでありますけれども、つまり、観

光、光を見るということであります。 

 そういう中で、やはりこの観光というものをもっともっと真剣に考えていかなければなら

ない。そういう中において、３月議会で医療観光の提案をいたしましたが、このことで３月

議会以降、国においては新成長戦略の柱として総合特区の検討を始められました。情報収集

をし、取り組んでいくお考えがあるのかどうかお尋ねをいたします。 

 次に、２番目、昨年度から観光のハード事業がことごとく頓挫をしてきております。予算

においても撤回、あるいはもう一度見直しということになってきておりますけれども、今後

についてどのようにハード事業に取り組んでいかれるお考えなのか。 

 次に、３番目、集中管理については３月議会でも問題提起をいたしました。これは合併特

例債、平成27年度で終わりであります。そういう合併特例債の期限も迫る中において、今後

どのような形で本当にこの問題について取り組んでいかれるお考えがあるのかどうかという

ことをもう一度確認をしてみたいと思います。 

 次に、４番目、シーボルトの湯が開業して２カ月が経過をいたしました。この問題につい

ては、私はもうスイカの種しかないようなところで全部答弁があってきております。 

 そこで、最後のほうに入湯客の本通りを含めた回遊性はどうかということに質問をしてお

りますけれども、三根課長は山下議員の御答弁の中で、商店街の回遊性はあっているという

ふうな答弁をされておりましたけれども、果たしてどこまで調査をされて、そのようなお答

えをされたのかどうか、はっきり確認をお答えをいただきたいと思います。 

 次に、大きい５番目、文化振興についてということであります。 

 文化政策というものは、市民の豊かな想像力を刺激し、新たな創造で向かわせることに重

要な役割があります。そのためにはまず自治体においてみずからの都市にふさわしい新たな

理念を奏し、市民が共有していくということが前提になってまいります。その文化振興、こ

のことはあわせて観光にもつながってまいります。 

 １番目の観光と文化の融合というものを考える中において、本市にはまだまだ埋もれたま

まになっている貴重な作品というものが数多く残されております。これらを展示する施設の

開設が望まれるところでありますけれども、非常に資金難、財政難ということで難しいかと

は思いますけれども、少しでも考える余地があるのかどうかお尋ねをいたします。 

- 272 - 



 次に、２番目、福井県の丸岡町は17年前に、一筆啓上賞ということで取り組みをされ、非

常に有名になりました。現在においてはその一筆啓上賞だけで黒字が出るというような状況

でもございます。そしてまた、大分県の直入町、今は竹田市になりましたけれども、その直

入町においても、大分県の文化祭がありましたときに、エッセイ集を発行しておられます。

このことについては私は嬉野町議会時代にも御提案した経緯がありますけれども、今後取り

組まれるお考えがあるのかどうかということであります。今回の予算の中で和泉式部歌会と

いう形の予算が計上されておりましたけれども、そのことについては予算の中でお答えいた

だき、前段の分についてお答えをいただきたいと思います。 

 次に、大きい６番目、教育問題についてということであります。 

 教員と子供の距離を縮めようということで、今、職員室の姿を見直す試みというものが注

目をされてきております。また、文部科学省におきましては、教員コーナーの設置や職員室

のオープン化の導入というものも、また、推奨しておられます。これは１月にまとめた学校

施設のガイドブックという文部科学省の、そのガイドブックの中でもこのことについても取

り上げられております。 

 本市におかれましても、教員コーナーの設置、あるいは職員室のオープン化導入を検討さ

れてみてはどうかということであります。 

 次に、２番目、パソコンや携帯メールなどの普及により、筆記用具を用いて書く機会とい

うものが今大幅に子供たちの間にも減ってきております。そういう中で、もう一度手で文字

を書く行為で人がはぐくまれるという書育というものが注目をされてきております。本市に

おいても、教育委員会においても今後検討されてみてはどうかということであります。 

 以上、第１回目の質問を終わります。 

○議長（太田重喜君） 

 暫時休憩します。 

午前11時41分 休憩 

午前11時42分 再開 

○議長（太田重喜君） 

 再開します。 

 一般質問の途中でございますが、13時まで休憩いたします。 

午前11時42分 休憩 

午後１時   再開 

○議長（太田重喜君） 

 休憩前に引き続き一般質問の議事を続けます。 

 先ほどの（「議長、済みません。答弁に入られる前に、今回質問項目が多岐にわたって多

いですので、できるだけ答弁の分につきましてはコンパクトに御答弁していただくようにお
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願い申し上げておきます」と呼ぶ者あり）というふうに山口議員のほうから申し出もあって

いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、再開いたします。 

 休憩前の山口要議員の質問に対しての答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 17番山口要議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、１点目が市長の政策施行について、２点目が業務・財政改善につ

いて、３点目が環境問題について、４点目が観光問題について、５点目が文化振興について、

６点目が教育問題についてということでございます。文化振興についてと教育問題につきま

しては、教育長へのお尋ねもございますので、教育長のほうからもお答え申し上げます。 

 それでは、項目別に簡単にお答え申し上げたいと思います。 

 まず、１点目の市長の施策施行についてということでお答え申し上げます。 

 嬉野町長から合併後の嬉野市長へと、市民の皆様の御支援をいただき、努力をしてまいり

ました。バブル崩壊以降の景気低迷時代に町政を引き継いだわけでございます。高齢・少子

社会が急速に進んでいる社会現象をとらえ、福祉保健政策を重点に見ながら、観光市として

基幹産業等の拡大に努めたところでございます。厳しい状況が続いておりますが、それぞれ

の産業には後継者の方々も頑張っておられますので、今後とも努力をしてまいりたいと思い

ます。 

 合併以降につきましては、真摯に地域の融合を図ってまいりました。長い歴史がそれぞれ

の地域のまちづくりの特徴としてありますので、短期間には達成できませんが、合併の成果

を感じていただけるよう努力をしてまいりたいと思います。 

 今後の課題につきましては、両町が取り組んでまいりました事業の継続と成果を求めてま

いりたいと考えております。加えて今まで投資してまいりました事業も時間が経過し、メン

テナンス等が必要になっているものがほとんどでございますので、今後、早急に対応できる

ような体制を構築しなければならないと考えております。また、財政の健全化や人材の育成

も急務となっております。 

 いずれにいたしましても、市民の御理解をいただきながら真摯に努力いたします。今後は

市民の皆様が安全、安心を感じていただきながら、嬉野市に住んでいただくことで安らぎを

感じていただける市政に取り組みます。加えて地方の主権が確立される時代になってまいり

ましたので、嬉野市が主体性を持って行政サービスが推進できるよう、行政体としてのあら

ゆる体制の強化を図り、全力を投球いたしたいと考えておるところでございます。 

 次に、業務・財政の改善についてお答えいたします。 

 まず、１点目の危機管理体制についてでございます。 

 嬉野市におきましては、以前から水害の被害が塩田川流域を中心として発生し、山間部で
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は台風による土砂崩壊や倒木、市街地では嬉野地区の大火などを経験してまいりました。今

後も危機管理を常に行い対応することが求められます。 

 嬉野市では地域防災計画を策定いたしております。防災関係の諸団体が連携して、事前の

広報や市民の災害からの保護、発生時の即応体制などについて協議をいたしております。ま

た、水防計画やハザードマップの作成、要援護者支援マニュアルなどを作成いたしておりま

す。 

 次に、人災に関しましては、嬉野市国民保護計画を作成いたしておりまして、市内外の機

関の連携をいただきながら、市といたしましても住民に最も近い組織として活動すべきこと

を定めておるところでございます。 

 そのほかにもインフルエンザの対策や口蹄疫対策などにつきましても、県と連携した組織

をつくり対応いたしております。 

 次、２点目の佐賀県が行っておられます改革につきましては、取り入れていけるようにい

たしたいと思います。以前から人事評価制度の準備を進めておりますので、一環として取り

入れることが大切であると考えております。先日も県庁職員の人材育成の報告書などもいた

だいて読ませていただいておるところでございます。また、県におかれましては、公共業務

につきまして国連の最高賞をいただかれましたので、今後も参考にしながら、市役所の人材

育成システムを構築いたしたいと考えております。 

 次に、業務体制改善の３点目についてお答え申し上げます。 

 地方自治体の業務が拡大する中で、監査委員業務につきましては多くなってきているとこ

ろでございます。また、重要になっていると考えております。そのようなことから集中改革

プランの中に監査委員事務局の独立も検討するよう指示をいたしておるところでございます。 

 現在、嬉野市の代表監査委員は民間の出身でございまして、自治体によってはさまざまで

ございますが、嬉野市では民間の視点に立った適切な御意見をいただいていると考えており

ます。 

 今後も監査委員の独立性を高めることも求められておりますので、監査委員制度の全般に

ついて検討してまいります。 

 次に、事業仕分けの提案後についてお答え申し上げます。 

 事業仕分けにつきましては取り組む方向で指示をいたしております。３月26日には早速、

九州内での先進地であります福岡県直方市を研修させております。また、９月には福岡市と

飯塚市の仕分けについて研修をさせることにいたしておるところでございます。 

 導入の仕方にもよりますが、本年度、事業シートの作成、事業見直し項目の作成などの準

備を行い、来年度には委員の公募、事業仕分け作業の実施、市としての方針決定、翌年度へ

の予算への反映となると考えておるところでございます。 

 次に、環境問題についてお答え申し上げます。 
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 １点目の発光ダイオードの件についてお答え申し上げます。 

 発光ダイオードの導入につきましては、発光ダイオードを使用した照明器具も日々改善さ

れておりますので研究を続けたいと思います。昨年５月に本庁の蛍光灯を発光ダイオードに

変更した場合の試算をいたしましたけれども、費用対効果が少なく、断念をいたしておりま

す。しかしながら、取りかえでなくても当初からの取りつけですと、効果も出てくると判断

いたしておりますので、今後の改築等の際には利用していきたいと考えております。 

 また、民間住宅へも普及が進んでいくと思いますので、ほかの自治体の動きも参考にさせ

ながら、取り組みについて研究を重ねてまいりたいと思います。 

 次に、バイオマスタウンについてでございますけれども、バイオマスタウンにつきまして

は、嬉野市では以前から予算をお願いし、今回の農業集落排水事業に伴いましてコンポスト

化を計画いたしておるところでございます。また、平成26年をめどとして、伊万里地区に最

新型の施設も計画をしておるところでございます。現在の予定では焼却したものをセメント

原料化する予定といたしております。また、家庭にはごみ処理機の設置等も行っております。 

 このような施策を組み合わせることによって、バイオマスタウンの構想に近づくものと思

いますので、今後検討してまいりたいと思います。 

 次に、観光特区についてお答え申し上げます。 

 以前から健康保養施策の一環として、医療機関の先生方の御意見もいただいてまいりまし

た。おかげさまでさまざまな施策を展開できております。今回、長年希望いたしておりまし

た地域救命救急センターが嬉野医療センターに設置になりました。このことは院長先生初め

スタッフの皆様、古川知事初め佐賀県の皆様が御尽力いただいたことに感謝を申し上げます。 

 御提案の医療の特区につきましては、国の成長戦略の中に取り入れられると聞いておりま

す。嬉野市内の医療施設の御協力をいただきながら、取り組みを検討したいと考えておりま

す。既に作成いたしております健康保養システムとの連携により取り組むことができればと

考えておるところでございます。 

 次に、観光施設の整備についてお答え申し上げます。 

 観光施設の整備につきましては、先年も交付金事業などを利用いたしまして看板の整備事

業や百年桜等の整備事業を実施したところでございます。 

 御意見のように、予算の執行について行わなかった施設整備もあり、せっかく取り組みを

計画いたしましたのに実行できずにおりますので、引き続き推進するよう努力してまいりた

いと思います。 

 次に、集中管理の件でございますけれども、集中管理につきましては、現在まで推進でき

ずにおります。現在までそれぞれの源泉の調査をさせていただき、源泉所有者会議を開かせ

ていただき、報告をいたしているところでございます。その後、大部分の源泉所有者の意向

を確認するためのアンケート調査や、源泉所有者の自宅や施設を訪問いたしまして聞き取り
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調査を行い、大部分は21年度で終了しておるところでございます。現在、所有権や抵当権の

確認をさせているところでございます。その後、所有者会議を開かせていただくことにいた

しておりまして、おくれておりますけれども、今後も所有者と専門家の御意見をいただきな

がら、引き続き努力をしたいと考えております。 

 次に、シーボルトの湯についてお答え申し上げます。 

 ４月に開業いたしましたシーボルトの湯につきましては、現在のところ、おかげさまで好

評でございます。特に土曜、日曜につきましては、70％以上が市外のお客様になっておると

報告を受けております。このようなことから観光推進に役立っていると考えているところで

ございます。 

 お客様の御要望といたしましては、湯豆腐等を買って帰りたいとの意見が最も多くなって

おりますので、商店街のほうを御紹介いたしておるところでございます。その他の特産品の

要望もありましたので、交流センターなども紹介しているところでございます。また、観光

パンフも配布いたしておりますので、市内の観光案内にも役立っているものと考えておりま

す。 

 いずれにいたしましても、せっかくお出かけいただいたお客様ですので、案内に努め、回

遊性を高めるお手伝いをしていきたいと思います。また、出前をとっていただくお客様に加

えて、直接食事に行かれる方も多くいらっしゃいますので、散策マップや観光案内板等もつ

くっていくことも必要と考えておるところでございます。 

 次に、観光と文化に関連する展示施設等についてお答え申し上げます。 

 市内の観光施設や各種の歴史や文化を御理解いただく施設につきましては必要であると考

えております。市内観光にお出かけいただく場合に、嬉野市内の情報をゆっくりごらんいた

だきながら御理解いただく施設が要るのではと考えております。現在、交流センターでは一

部行っておりますけれども、十分なスペースがとれておりません。整備については必要であ

ると考えておるところでございますので、今後、検討させていただきたいと思います。 

 次に、文化の振興についてということでございます。 

 御意見につきましては、以前も御提案をいただいたところでございました。今回また文化

と歴史を生かした予算等についてもお願いをいたしておりますので、よろしくお願い申し上

げたいと思います。 

 文化を中心として取り組むということにつきましては、地域の宝を再度見直すことにつな

がっていくというふうにも考えております。また加えて、全国への情報発信につながると思

いますので、嬉野らしい取り組みができないか検討してまいりたいと考えております。 

 今回、提案させていただいていました議案につきましても、同じ趣旨でございまして、全

国への情報発信ができればというふうに考えておるところでございますので、御提案の文化

の香り高いまちとして、まちづくりに努めたいと考えております。よろしく御審議のほどお
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願い申し上げたいと思います。 

 以上で山口要議員のお尋ねについてお答えとさせていただきます。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 それでは、文化振興については、時間の関係もございますので、お答えいいですね。 

 それでは、６番の教育問題について、２点お尋ねでございますので、お答えを申し上げた

いと思います。 

 １点目は、職員コーナーの設置や職員室のオープン化についてでございますが、昨今の学

校現場は、子供と先生の触れ合いやふだんの対話が忙しい学校生活の中においてはさらに必

要になっております。そこで、朝早く教室に行って子供たちを迎えることや、ある中学校で

は、学年用の職員室や職員コーナーを設けて、休み時間に子供たちと過ごすことなどを行わ

れております。 

 このようなことを通して、児童・生徒理解やきずなが深まり、先生と子供たちの信頼関係

もさらに高まっております。これによりまして、小さなトラブルでも早期に発見、対応がで

きている状況でございます。 

 ところで、議員御発言の教員コーナーの設置や職員室のオープン化については、文部科学

省が今年の１月に、新たな学校施設づくりのアイデア集ということで、「充実した教育活動

と豊かな学校生活のため」という冊子を発行しております。このアイデア集に掲載されてい

る学校にはそれぞれのコンセプトがあり、個々の教育目標、教育課程、特色ある活動、規模、

立地条件、気候、学校敷地についての周辺の状況などなどの条件下で最も適切なものとして

設計され、つくられた学校であります。したがいまして、この冊子で文部科学省が推奨して

おりますことから、直ちに本市内の学校のすべてに持ってくるということはなかなか厳しい

状況ではないかと思いますので、したがいまして、塩田中学校の改築の際に、新構想コンセ

プトを持ち、ハード面、ソフト面の基本コンセプトを持ち、検討してまいりたいというふう

に考えております。 

 ２番目の書育についてですが、お答えを申し上げたいと思いますが、書育につきましては、

確かにパソコンや携帯電話の普及によりまして、筆記用具を使って書くことが少なくなって

おります。その時代の流れによって、国語力、思考力、コミュニケーション能力の低下につ

ながっていることも当然のことに思われます。小・中学校においては、その流行を念頭に置

いた取り組みがさらに求められていることを認識しております。 

 特に国語科におきしましては、意欲を喚起する指導によって、詩や作文や手紙文の書く活

動、対話等によるコミュニケーション能力を高める活動を推し進めておりますので、今後も

取り進めてまいりたいと思います。 
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 また、本市では平成19年度から全小・中学校の朝の時間帯で読書に取り組んでおりまして、

さらに本年度も取り組んでおります。本年度からは特に家読（うちどく）として、家庭での

読書についても啓発をしているところでございます。 

 こういったものを取り組んでまいりたいというふうに思います。 

 以上、お答えとさせていただきたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 それでは、２回目の質問を行わせていただきたいと思います。 

 前回の３月議会において、教育問題に関しては２回目の質問をすることが時間上できなか

ったということで、非常に申しわけなく思っておりますので、今回はとりあえず教育問題の

ほうから先にお尋ねをさせていただきたいと思います。 

 まず、第１点目の職員室のオープン化ということでありますけれども、先ほど教育長が答

弁の中で、ある学校では行われているというのは、これは嬉野市内の学校のことでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 お答えをいたします。 

 嬉野市内の中学校でございます。（「どこですか」と呼ぶ者あり）嬉野中学校です。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 嬉野中学校で行われているということでありますが、どういう形でこのことが行われてい

るんですか。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 お答えを申し上げたいと思いますが、教室の１年生の学級ですけれども、４クラスありま

す。４階のほうに設けておりまして、いわゆる西側に職員室があって、教室の東側に行くの

に４階まで上がって約３分近くかかります。したがって、朝勤務をしにきたら、一番東の端

に学年の職員室というふうにして、そこに詰めております。そして、そこで各学年の、特に

１年生あたりは一番端っこですので、そこに子供たちを呼んでみたり、あるいは個別指導を

したり、抜き出しの指導をしたりして、ほとんどスペースとしては学年の控室、職員室にい
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ると。そして、必要なときだけ本部の西側の職員室には戻るというふうなことで、今、急に

始まったことではなくて、数年前からそういう形でいっております。 

 したがって、そういう中で、過去、職員室から出かけていくと、チャイムの鳴る前、２分

前に出ていってもチャイムと同時に入れないという状況もありましたので、だから、そうい

ったところで職員がいろいろ工夫をしてやっているところです。そういうふうな形で子供た

ちとの触れ合いの時間をたくさん持つ、生み出すというふうな方向で取り組んでいるところ

です。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 そのことによる効果というものについて、学校長、あるいは担任の先生、学年の先生たち

にお尋ねになった経緯がありますか。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 お尋ねの件でございますが、一応尋ねております。それについては、いわゆる学習指導に

おいてもですけれども、生活指導においても、非常にプラスメリットが出てきておりますし、

職員自体も非常に職員室と学級を行ったり来たりするのにロス時間がないというふうなこと

で、いわゆる50分授業の充実が図られているということがまず１点でございます。 

 ２点目は、やはり子供たちとの信頼関係といいましょうか、個別指導がしやすい部分があ

るわけでございますので、そういった点では非常にいいというふうに聞いております。職員

室には、戻ってくると、いわゆる個人情報の書類があったり、例えば、採点する業務があっ

たり、来客があったり、いろいろ電話がかかってきたりしますので、そういったところでは

そういった煩雑的なものがなくて、子供とフラットに対応できるという部分が非常に効果が

上がっているなという感じは持っております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 それでは、その効果が上がっているということであるとするならば、他の学年においても

そのことができなかったのか、されていなかった、その原因が校舎の配置の関係なのかとい

うことであります。 

 それと、もう１つは、先ほど教育長が、塩田中学校の改築の際に検討したいという御答弁
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された、そのことはどのことを意味するわけですかね。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 まず、１点目は、他の学校、あるいは他の学年ということですが、嬉野中では４クラスに

なっていますので、そういった形で各学年にそういう教室を持っているというところでござ

います。 

 それから、学校施設の中で、特に余裕教室といいますか、生徒数減があったために余裕教

室が出てきた部分をそういう活用にしているというところでございますので、そういった点

では非常に嬉野中が、一番生徒指導上、あるいは教育上、大変なところということで実施を

してきているというところでございますので、今後はそんなふうな方向に広めていけたらな

というふうに思っているところです。 

 それから、塩田中学校ということでございますけれども、実はここに新たな学校施設づく

りのアイデア集というのが出ておりますけれども、これあたりを見てみますと、やはりこれ

からの21世紀の教育を考えたときに、学校施設のオープン化というのがあります。例えば、

嬉野市ではコミュニティが設立されてあります。したがって、コミュニティと学校との連携

をどう図るのか、それから、開かれた学校づくりをどう設置をしていくのか、それから、確

かな学力育成、それから、豊かな心の教育といいましょうか、そういった部分あたりを視野

に入れながら検討していきますと、やはり学校施設の建設の段階でそういったオープン化に

向けての方策を打ち込まないと、なかなか現状の中でやっていくということは非常に難しい

部分があるんではないか。例えば、塩田の場合でいきますと、図書館も近くにありますので、

図書館と学校図書館と一体にして、学校の中に図書館施設を入れ込んでいってコミュニティ

との連携を図るとかですね、そういったことも非常にやりやすい状況ではないかというふう

に思っております。 

 そういったことで、新しいところを勉強してみたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 実は、今、嬉野中学校においては空き教室を利用して行われているということであります

けれども、これ私の参考資料ですけれども、横浜の元町小学校でありますけれども、そこに

おいては、あえて空き教室じゃなくしても、廊下の一角を使って、そのようなことを行って

いるということなんですよ。そのことに対して非常に効果が上がって、他の学年にもその輪

を広げているということであるとするならば、あえて空き教室がなくても、他の廊下等を使

- 281 - 



いながら同じようなことができるんじゃないかなという気がするわけですけれども、そうい

う点について、教育長、今後についてどうお考えになりますか。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 お答えを申し上げたいと思います。 

 先ほど教室の話をしましたけれども、嬉野中学校においては給茶機がある前の湯茶コーナ

ーですね。ここでも子供たちと職員との対応はしております。 

 それから、教育相談室のほうでも教育相談の方がいらっしゃったときにはフルオープンに

しておりますし、ここにも自由に入っていけるスペースをとっておりますので、そういった

ことで、今、議員御指摘のような部分も今後見つけて、広めていく方向に持っていったら非

常にいいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 できるだけ、もうできることを、もう簡単にできることですので、少し検討された上、そ

のようなことでお考えをいただきたいということで要望をしておきたいと思います。 

 次に、書育でありますけれども、書く、育てるということですね。これにつきましては、

読書活動ということで、先ほど教育長のほうが答弁されましたけれども、実は最近、書育推

進協議会というものが設立されまして、これが各教材関係、あるいは大学の先生等が一緒に

なってつくられた協議会でありますけれども、そこでは今、手書きの文字は個性の表現であ

り、人間味が付加された情報媒体であるということで、千葉大の久米教授がされているわけ

なんですけれども、そこで、そのことについての教材集、あるいは指導書などをＣＤ－ＲＯ

Ｍにおさめて、希望する学校には無料で配付をされているんですよ。ですから、ぜひこれを

参考にされて、一遍お取り寄せいただいて、今後検討されてはいかがかということで要望だ

けしておきたいと思います。 

 次に、どこに行きましょうかね、御希望のところございませんでしょうか。 

 それじゃ、まず、監査の件で行きたいと思います。 

 これが先ほど、私はみやき町の件でお話を申し上げたわけでありますけれども、先ほど市

長は監査業務は重大であると、そして、集中改革プランで指示をしていると、そして、今後

について監査制度の全般について検討するというふうな答弁をされたわけでありますけれど

も、この集中改革プランでありますと、これ20年度に組織機構の見直しということで上げて

おられるわけですよ。今、22年度になっておりますけれども、このことで実は今、副市長が
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中心になってこのことを進めてこられたということを私知っているわけなんでけれども、副

市長はその件についてどうお考えになっていますか。 

○議長（太田重喜君） 

 副市長。 

○副市長（中島庸二君） 

 お答えいたします。 

 若干離れておりましたので、内容等をうまく思い出せませんけれども、確かに昨年、改め

て組織の改革なり、集中プランの、当時、検討された内容を見て、改めて組織の再編等につ

いて、また検討いたしております。ただ、今まで職員減になりましたし、国、県からの権限

移譲問題もございますので、非常にどのような進め方をしたらいいだろうかということで、

昨年７月に委員を改めてつくりまして、昨年度いっぱいに検討いたしました。ただ、かなり

の職員減に今後なってまいりますので、それと、今、旧嬉野町、塩田町のほうで、両方の業

務を行っておりますけれども、これをどのように集約して、また、住民サービスを低下させ

ないように行うかというのを非常に悩んでおりまして、改めて集中改革プランをもとに組織

の再編等をただいま検討している段階でございます。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 その後、あんまり監査事務局については検討された経緯がないと私は認識をしているわけ

ですよ。今、本当にこの監査業務については非常に国のほうでもこのことについての見直し

というものが進められております。特に今、財政破綻状況になったところについては、外部

監査導入ということで、個別監査でありますけれども、外部監査を導入しなさいということ

まで国が指示をしているような状況でもあります。 

 実はここに今、議会事務局長しかいらっしゃらないわけですけれども、これが監査事務局

長も兼任をしているわけなんですね。そのこと自体、人間が少ないということでありますか

ら、非常にやりにくい部分があるかもしれませんけれども、やはりある意味では今後の検討

として、やっぱり監査委員事務局というものが独立した存在であらなければならないという

ふうに思うわけでありますけれども、市長はいかがお考えですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 冒頭申し上げました件の中で、監査委員の私どもの、いわゆる今御活躍いただいている監
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査委員さんも非常に御活躍をいただいているわけでございまして、そういうことで非常に成

果は上がっているというふうに思っております。しかしながら、最後にお答えしましたよう

に、事務局のあり方等も踏まえて検討したいというふうに考えているわけでございまして、

そういう点では以前から御提案等もいただいておりますので、できたらそういうふうに行え

ればと、検討はしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 このことについては人の問題もありますので、今、早急にということは難しいかもしれま

せんけれども、とりあえずそのことを念頭に置きながら、今後、検討努力をしていただきた

いというふうに思います。 

 そして、先ほど申しました外部監査のことで申し上げますと、実は平成９年に地方自治法

が改正をされて、外部監査制度導入というのが行われました。そのときに市長は、嬉野町長

のときにいち早くそれを取り上げられて、嬉野に外部監査制度というものを条例化されたわ

けです。しかしながら、その後、何の音さたもない状況で、あわせて市長は今回、第１期目

の立候補をされるときに、公約の中に外部監査というものを上げておられるんですよ。覚え

ていらっしゃるかどうかわかりませんけれども。それだけ公約として上げておきながら、こ

の４年間何にも対応されてこなかったというのはどういうことですかね。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 特に理由としてはないわけでございますけれども、外部監査の重要性というのは十分理解

いたしておりますので、ぜひ今後も研究して取り組みをしてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 研究、検討ということでのお答えでありますけれども、本当に外部監査ということについ

て、あなたはどれだけお考えなっておられるのか、そして、今後どういう形で取り組んでい

くお考えなのかということをもう一度お答えいただきたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 
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○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 これは以前、同じような御意見をいただいて申しわけなかったなと思っておりますけれど

も、合併してからも取り組めていないということで、ぜひ取り組んでみたいというふうに考

えておるところでございまして、いわゆる私どもは定期監査、常時監査は行っていただいて

おりますし、また、議会からも出ていただいておりますので、すばらしい監査を行っていた

だいておるわけでございますけれども、やはり専門の方もいらっしゃいますので、そういう

方々から見ていただいて、私どもの行政のあり方というものについてどうなのかということ

は、やっぱり必要であろうと思いますので、これはもうぜひ取り組みをしたいと思っており

ますが、今まで取り組めていないということでございますので、ぜひ今期はやっていきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 わかりました。もう一度、私が聞き損なって申しわけないんですけれども、この代表監査

委員、これ議選の監査委員については、今後について、今、国のほうで議選の監査委員は出

さないという方向、出さないというか、出さなくてもいいというふうな方向で、本来ならば、

今年度その法令が改正される予定だったんですけれども、いろんな事情の中で見送りをされ

ております。いずれ恐らくそういうふうな形になるかと思いますけれども、そのことはとり

あえず置いておいて、代表監査委員の常勤体制ということについて、もう一度お答えをいた

だきたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほど冒頭お答えしましたように、結論を出してお答えしたわけでございませんので、研

究をさせていただきたいということでお答え申し上げました。 

 実は資料としてももらっておりますけれども、確かに御提案の町におきましては、隔日で

勤務していただくということで、常勤という制度をとられたわけでございますけれども、市

の中ではまだ常勤というのが非常に、私どもの人口ぐらいでは非常に少ないというふうなこ

とでございますので、そこらまで踏まえて、いわゆる監査委員並びに監査の事務局の体制全

体を考えていきたいということでお答え申し上げたところでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 みやき町、隔日じゃないんですよね。４日間、月、火、木、金。水曜日だけなんですよ、

出ないのは。ですから、ほぼ常勤と一緒なんです。水曜日だけなくて、月、火、木、金で４

日間出勤ということになっております。そのことがちょっと隔日ということになると、３日

間ということになりますから、ちょっと御訂正をお願いしたいと思いますし、県内で、今、

常勤の監査委員というのが佐賀市と伊万里市だけ、もうおっしゃるとおり、本当大きい都市

だけなんで、非常に難しい部分があるかと思いますけれども、今後についてそれぞれの補助

金団体等の監査等を本当に、今は抽出的にやっておられますけれども、これを本当に徹底的

にするとなったら、やはりそういう体制で臨んでいかないと無理なんじゃないかなという気

がいたしますので、ぜひ今後について御検討をいただきたいと思います。その分はこれで終

わります。 

 次に、ちょっと息抜きしましょうかね。文化振興ということで行きたいと思います。 

 これ１番目の分なんですけれども、実は嬉野市嬉野町の中で本当に貴重な作品、あるいは

芸術品が埋もれている分があるわけなんですね。その方がお亡くなりになりましたけれども、

御遺族ともいろいろお話しする中で、活用ということについてこれまで申し上げた経緯があ

るわけなんですけれども、もし、そのような方がそれで提供してもいいというふうな御返事

であるとするならば、そのことについて施設等のことについて、再度お考えがあるのどうか

ということをもう一度お答えをいただきたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 以前も県外の方から絵をいただいたりして、展示する場所をどこにするかと、これ大変苦

労した経緯があるわけでございまして、現在は文化センターしかないというふうな状況でご

ざいます。そういうことで、いろんなお話等もいただく場合ございますけれども、本当に責

任を持って展示、保管できるかというと、なかなかそこが難しい点はございますので、今現

在、塩田のほうでは図書館のところに施設としてあるわけでございますけれども、ごらんい

ただくというところまではなかなかいかないというふうに考えておりますので、もし、そう

いうふうなことがありまして、また、施設的にも大規模なものがあるということになります

と、これはまた議会に御相談をしまして、これは施設の建設からの話になるというふうに思

いますので、そこらはまたそういう段階で検討させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 
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○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 それでは、そのことについてはまた追々お話を申し上げたいと思いますけれども、２番目

のエッセイ等の募集でありますけれども、実はこれが丸岡町のもの、第１回目の分なんです

けれども、先ほど１回目の質問で申し上げましたけれども、本当にここが財団化して、もう

黒字化してもうかっている状況、もうかっていると言ったら語弊になりますけれども、そう

いうことなんですね。これが一躍文化として非常に有名になった。そのことから私は三、四

年たってから、嬉野町議会のときにこのことで御提案申し上げた経緯があるわけなんですけ

れども、なかなか実行していただけない。もし、これ長湯温泉、先ほど申し上げた竹田市に

なりましたけれども、ここでこのエッセイ長湯というのを募集されて、これが非常にいい作

品が寄っているわけなんですね。ですから、ぜひ今後について、これはもうそんな費用がか

からなくて、私は嬉野温泉の宣伝もできるというふうに確信をしておりますので、ぜひ前向

きに取り組んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 ちょうど合併以前だったと思いますけれども、そういう御提案をいただいて、私どもも勉

強させていただきました。丸岡町の場合につきましても、御縁があられる方のいろんなかか

わりでそういうふうなことを取り組まれたということで、そこの職員さんの動き等もあった

ということを御提案いただいたわけでございまして、合併でいろいろできませんでしたけれ

ども、そういう点はぜひ取り組みをさせていただきたいと思います。 

 また、やはり文化を通じてのまちの広がりということは非常に大切であると思いますので、

取り組み自体はいろんな企画をつくっていかなければなりませんので、そういうところはい

ろんな市民の方の御意見もいただきながらやっていければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 観光だけではなくして、そこにカルチャー、一つの文化というものが結びつくことによっ

て、より一層嬉野温泉のイメージアップということにつながってくると思うんですよ。やは

り文化の香り高いまちづくり、その中に温泉プラスアルファということで、私は今後の嬉野

市の方針としても当然伝建地区もありますし、そこら辺を絡み合わせて、今後のまちづくり
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のために努力をしていただきたい。ぜひこのことについても早急に取り組んでいただきたい

ということで要望をしておきたいと思います。できなかったら、また、12月ぐらいにもう一

遍させていただきますので。 

 それでは、次に移ります。 

 それでは、次に、集中管理についてお尋ねをいたします。 

 集中管理につきましては、３月議会の議案審議の中でこのことでお尋ねをいたしました。

先ほどの答弁ですと、現在まだできていないと、聞き取り調査を行っているというふうな答

弁がありました。１回目の質問のときに申し上げましたように、この源泉の集中管理につき

ましては、合併特例債のリーディング事業８億円上げられましたよね。それがこの経過を見

てみましたときに、第１回目は源泉所有者会議、これが平成３年に行われているんですね。

約20年前。それから20年間で遅々として進まなかった。この一番の原因は何ですかね。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 集中管理につきましては、議員御発言のように、平成３年ということで、たしか７年に就

任しましたので、以前の町長から、また、議会からも最重要の引き継ぎ事項というふうな形

で承ったところでございまして、事業として引き継いだわけでございまして、一応取り組み

をぜひ進めたいということで進めてまいったところでございます。いろんな事情ございます

けれども、各地区の視察をいたしましても、相当時間がかかるというのはもう最初からの話

でございました。しかしながら、平成７年の初めごろにも、以前の町のときに一応計画とい

うのをつくっていただいて、それで大体費用が８億円ぐらいかかるというふうな計算になっ

ていたと思います。そういうふうなことでございますので、それを目標として進めてまいっ

たところでございます。 

 大きな理由といたしましては、源泉所有者の方がいらっしゃるわけでございまして、熱心

にお考えいただいておりますけれども、ちょうどそれから約10年間ぐらい頓挫しましたのは、

やはりいわゆる事業の持っておられる方の所有権の問題とか、そういうものが大きく揺らぎ、

揺らいだというと語弊がありますけど、大きな課題が出てまいって協議に入れなかったとい

うところが正直なところでございまして、10年間ぐらいは協議に入ろうと思っても、いろん

な権利の問題とか、金融の問題とか等々ございまして、なかなか進めなかったということで

ございます。それで、合併いたしましてからも協議会いたしましたけれども、その中でもや

はり所有者の方々はやはり進めるについては源泉を持っておられる方の全員が参加をしてほ

しいというのが気持ちでございますので、そこのところを何とかまとめていきたいというふ

うなことで今頑張っておるところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 これ集中管理が一番問題になったのは、ちょうどバブルのころだったんですよね。そのと

きに温泉の水位の低下ということで、本当にあのときは枯渇するんじゃないかというふうな

一つの非常に危機感を覚えて、このことが出てきたわけなんです。これは大渡町長時代の議

案審議の中でこれが出てきて、私も発言させていただきましたけれども、しかし、今の時点

ではむしろ水位は低下するよりか、上がるというふうな状況、これはもう本当に皮肉なこと

なんですけれども、私はそこら辺のところも少し原因があるんじゃないかというふうな気が

しております。 

 もう１つは、源泉の所有者会議、これが平成20年６月20日に行われてから一回もまだ行わ

れていないんです。そうでしょう。それはなぜなんですかね。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今、申し上げられましたとおり、枯渇とかというふうな状況ではありませんでしたけれど

も、水位が非常に下がってきたという中で、嬉野温泉を永遠に使っていくということを前提

にして有効利用をしていこうということでつくられたのが計画であるわけでございまして、

そこは私は現在も考えとしては持っていただいているというふうに思っております。 

 ただ、確かに今、使用量等が比較的に少なくなっているという中で水位は一応安定はして

おりますけれども、これを浪費するということは許されないわけでございますので、そこら

についてはちゃんと管理をしていかなければならないというふうにも思っておりますし、皆

様もそういうお考えだろうと思っております。 

 それで、所有者会議を開きました後、一応その調査をさせていただきますというふうなこ

とで調査をさせていただいたりしておるわけでございますけれども、所有者会議自体に

100％賛成という方がおられないということもございまして、会議が開かれていないという

ことになっております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 それじゃ、これの今、リードオフマンというんですか、引っ張っていくのはどこにあるん
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ですか、どこがしているんですか。 

 それと、もう１つ、恐らくこれ市が中心なってこのことを進めていこうとするならば、当

然、市のだれかが中心になって、それ呼びかけながら開催をすべきでしょう。そう思いませ

んか。もう所有者だけに投げかけて、それで開催されなかったというんじゃなくして。 

 もう１つは、これ議案審議のときにも申し上げましたけれども、市長は４年前の合併のと

きに、８億円という合併特例債上げられましたよね。そのときの意気込みは今はもうないん

ですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いや、これはもう議員御承知のように、この源泉所有者会議の実行委員会といいますか、

集中管理の推進する会の会長は私でございます。副会長はお二人の所有者の方がいらっしゃ

います。そういうようなことでございますので、すべての進行責任は私にあるというふうに

考えておりまして、ぜひ実現をしたいと思っておりますけれども、残念ながらなかなか一致

してお願いするというところにいっておりませんので、何とかそこまで持っていきたいとい

うふうに考えておるわけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 あなたが会長なんですよ。それは私も存じ上げております。あなたが会長になるために、

済美寮の源泉を買い、そのことで参加すること、そのことをあなたが気持ちで持っておられ

たはずなんですよ。そのときの気持ち、それがこういう形で、先ほど申し上げましたように、

20年以降、源泉所有者会議、例えば、反対の方があっても、賛成する方ばかりでも、私は開

催すべきだったと、そういう形で反対する方にどうしようかという話し合いをすべきじゃな

かったんですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 とにかくこの集中管理を行っていきたいということで今も考えておるわけでございますの

で、御理解いただきたいと思います。 

 ただ、いわゆる現在までの動きというものにつきましては、確かに御指摘のとおりでござ
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いますけれども、その中で予算にもお願いしましたように、調査をして説明するということ

はそれぞれの源泉所有者の方をお伺いして御了解をとりつつしてきたわけでございます。お

くれておりますのは十分認めますけれども、そういう状況で、まだ最終的に取りまとめがで

きておらないということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 鳩山総理じゃあるまいし、「トラスト・ミー」私を信じてくださいとおっしゃっても、今

のこの状況を見ますと、私は信じるわけいかないんですよ。先ほど言いましたように、合併

特例債の期限も迫っている中で、今のこの動き、これ１つずつ言ったら、私は切りがない。

これ１つずつでも言いたいのがいっぱいあるだけなんですよ。この経過を見てもね。何でこ

ういう状況なのかということも含めて。ですから、こういう動きをしていて、果たして間に

合うのかどうか。間に合うと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 当初の計画を見せていただいたときに、いわゆる設計が完了してから施工するので約２年

間かかるというふうに聞いておりますので、着工しましてからですね、ですから、あともう

数年で決断をしなきゃ、ぎりぎりのところに来ているというのは現実でございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 ですね。そしたら、私があなたの政策施行ということで申し上げたように、あなたは３年

半しかないんですよ。そうした場合に、今から積み残し作業としてしていかなきゃならない

事態に陥ってくる。でも、とりあえずその３年半の間に何らかの、今あなたが中心になって、

もう担当課に任せるんじゃなくて、あなたが中心になってやって、私は開催をして、どうに

かすべきだと思いますけれども、いかがですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 
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 この合併の特例の事業、いわゆるリーディング事業でございますので、何とか進めていき

たいというふうに思っております。それも議員御発言のように、余り時間はないというふう

に十分承知をいたしておりまして、特例債の範囲の中で何とか実施できればというふうに考

えておりますので、それぞれの権利者がおられますけれども、またお願いをして進めていく

ということで努力をしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 市長がそういう考えでありますけれども、企画部長、そして、観光商工課長、それぞれお

考えをお答えいただきたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 企画部長。 

○企画部長（中島文二郎君） 

 お答えをいたします。 

 先ほどから市長が答弁しておりますように、一番問題は、地権者の方の同意が得られない

というところが一番問題でありますので、その点について今後、市長が答弁しましたように、

検討をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（山口久義君） 

 お答えいたします。 

 なかなか進んでいないという状況でありますけれども、一応昨年度末になって、中央温泉

研究所の方とかも含めて会合を持ちたいということで話をいたしましたけれども、日程の都

合がつかなったということもあります。いろいろ言っても言いわけにという形にしかならな

いかと思いますけれども、今年度においては早い段階で所有者会議という形で専門家の方も

出席をいただき、開催をしたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 これ私、本当失礼な言い方にするんですけれども、申しわけないということでお許しをい

ただきたいんですけれども、この８億円が私は塩田中学校に消えてしまうんじゃないかとい
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う一つの心配をしたんです。金額的にほぼ似た金額だったんで。ですから、そういうことな

いと思いますけれども、とにかく今後もう一遍早急なる努力をお願い申し上げたいと思いま

す。そして、この経過についてはとりあえず９月議会あたりにもう一度どういうふうになっ

ているのかをお尋ねいたしますので、それも覚悟した御返事をいただきたいと思います。い

いですね。 

 それでは、次に移ります。 

 次に、三根課長いすもないところにお座りで非常にお疲れだったかと思いますけれども、

シーボルトの湯、大半の部分は、これはもう今までの議員お尋ねになりましたので、それは

置いておいて、１回目のときに申し上げましたように、おとといの山下議員の質問に対して、

回遊性がかなりあっているというふうなことで答弁をされておりましたけれども、どこでど

こまでお聞きになって、どういう状況を見て、そのことが答弁となったのかお答えをいただ

きたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 古湯温泉課長。 

○古湯温泉課長（三根清和君） 

 お答え申し上げます。 

 開業以来、たくさんの方々来ていただきました。月１万人ですので、相当のお客様来てい

ただいて、久々にあの辺がにぎわった状況を見ました。ちょうど私、連休中は松園さんの前

とか、それから、湯宿広場の前あたりで案内と駐車場の案内をしていたわけですけれども、

先ほど市長答弁の中にありましたように、商店街に御案内を大分いたしましたし、一番問い

合わせが多いのが土産なんです。豆腐が産地ですので、湯豆腐を買って帰りたいという方が

ほとんどの方がいらっしゃいまして、その後がやっぱり地元の土産です。お茶屋さんも大分

紹介しましたし、特に全商品がそろっているのが交流センターでございましたので、交流セ

ンターへも大分紹介をいたしました。 

 お客様が立ち寄られるお店というのは、シーボルトの湯に近いところの店が一番多いわけ

ですけれども、ちょっと聞き取りで正確な数字じゃないかもわかりませんけれども、２割か

ら３割は売り上げが伸びましたよというお店もありましたので、大分足湯のほうから上がっ

ていただいてお土産品店等にも回遊されたというのは見ておりますので、そういう答弁をし

たところでございます。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 これは商店街、私もそうなんですけれども、そのことの悪い原因もあるかもしれませんけ
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れども、現状を見ましたときに、あの連休中においても、とりあえず湯遊広場にとまってい

るんです。だから、駐車場の通り、そこまでしか行っていない。そこから流れはしていない

んですよ。ずっと見たときに。現状を見たときにですね。だから、もっとこの本通りに回遊

できるような形、いろんな形、コンパクトシティーの問題にも入りますけれども、そういう

ことでやっぱり今後考えていかなきゃならないんじゃないかなという気がしているんですよ。

現実、商店街の方に聞いても、さほどシーボルトの湯の効果はあっていないという方が多い

んです。ごく一部を除いては。 

 ですから、やはり今後の問題として、本通りに向けての回遊性ということについて、これ

商店街ともお互い話し合いをしながら、今後の検討課題であろうというふうに思っておりま

す。確かに中通駐車場との間は、これはもうもっこもっこというか、もうかなりの人出でし

た。しかし、そこだけなんですよ。中央タクシーのほうにも出てこないし、こっちにも出て

こない。こうなんですよ。私もしばらくずっと立って見ていましたけれどもね。だから、そ

こら辺を踏まえて、ああいう答弁されましたけれども、今後もう一度検討をしていただきた

いということを要望しておきたいと思います。答弁はいいです。 

 建設課長、それで、あそこはどうなりました。シーボルトの湯に関連ですので。例の大村

さんの下のところの角になったところは。その後どうされました。 

○議長（太田重喜君） 

 建設課長。 

○建設課長（中尾嘉伸君） 

 お答えをいたします。 

 左岸側の遊歩道、それから、遊歩道上のいわゆる配管の件だろうというふうに思いますけ

れども、今現在、その所有者でございます物件につきましてが司法物件というふうなことに

なっておりまして、その中での河川占用物ということで権利が残っていると、土木事務所の

ほうで調べてですね。それで、今、管財人と話をされて、それで、あとはその権利をよく調

べて、図面がないから、権利だけは残っていますから、もうしばらく時間をくださいという

ふうな話をいただいております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 それでは、次に行きます。 

 次に、医療観光でありますけれども、これについては先ほど市長の答弁としては、地域救

急救命センターが特養に設置されて取り組みを検討したいということでありますけれども、

特区のことについて、もうこれ発表されてからしばらく時間が経過するんですよね。それで、
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その間、このことについて何かどういうふうな状況になっているのかということをお調べに

なった経緯がありますか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 一応資料の収集等もいたしたところでございまして、私どもが考えております特区という

ことにつきましては、まだ課題もございますけれども、以前からお話ししておりますように、

保険適用というようなこともできればというふうなことで考えておりまして、これはこの前、

市長会も開かれましたけれども、温泉所在地の市長の中でまた要望書としても出していただ

いたところでございます。 

 それと、もう１つ、特区の中に医療のシステムの柔軟性といいますか、そういうものも盛

り込んでおられるわけでございまして、そこらにつきましてまだ具体的にどうなるのかとい

うは厳しいわけでございますけれども、そういうふうなところはやはり研究しなくちゃなら

んなというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 このことについては、先ほど市長が申しましたように、救急救命センターも設置されてお

りますし、そしてまた、嬉野市が住みたいまちということでは医療が整っているから全国で

ああいう上位にランクされたことでもあります。ですから、医療と観光との結びつきという

ことも含めて、ぜひ前向きに検討し、努力をしていただきたい。これについては来日した外

国人が診療を受ける場合、最長90日間の長期滞在ビザで対応できないということの可能性を

探るため、医療滞在ビザというものの創設というのを考えておられますので、特区になった

場合ですね、それで対応できるということですので、ぜひ御努力をいただきたいということ

を要望しておきたいと思います。 

 特区のついででありますけど、ちょっと議長のお許しをいただきたいと思います。 

 フグが嬉野、特区ということで頑張って努力をされましたけれども、いつの間にやら立ち

消えになって、最近、唐津市に太田さんがとうとう自分の地元に持って帰られたわけなんで

すけれども、そこら辺の経緯はどうなったんですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 
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 お答えいたします。 

 フグ特区につきましては、私どもも一生懸命やってまいりましたし、また、先方の太田代

表も十分承知の上でございます。また、今回、唐津が申請しましたけれども、残念ながら許

可にならなかったというようなことでございますけれども、当初、私どもと唐津と県と一緒

にやろうというふうな話をしておりましたけれども、実は太田代表が唐津の商工会議所の代

表になられたというようなこともございまして、また、それともう１つは、太田代表のほう

から漁協とぜひ組み合わせをさせてほしいというふうなお話もございました。そういうこと

で申請につきましては、唐津でやるということでございました。しかしながら、もし、とれ

たらというふうな、語弊がありますけど、特区になった場合はすぐさままた嬉野のほうでも

使用できるように特区の拡大ということで取り組んでいきましょうというふうな話はしてお

ったわけでございますけれども、残念ながら、また唐津のほうもだめだったということで、

またしばらく時間がかかるかなというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 それでは、結局、結論としては、太田さんが唐津の商工会議所の会長になられたというこ

とで、そういう形になったわけですかね。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 それと、もう１つは、さっき言いましたように、漁協を組み合わせたいというようなこと

もございましたので、以前は太田代表が陸上養殖をしておられまして、陸上養殖の部分をう

ちに持ってきてということでございまして、私どももぜひということで進めたわけでござい

ますが、陸上養殖の前提になるのはやはり漁業者の協力ということもあるわけでございます

ので、そこらについては今回漁協も組み合わせたいというふうな話をされましたので、今回

は県も一応唐津で申請をしようということになったわけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 それでは、次に、観光のハード事業の部分なんですけれども、これについて、先ほど市長

は、今後引き続き推進するよう努力をしたいという言葉でお答えをされましたけれども、こ
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の引き続き推進するよう努力したいという意味をもう一度お答えをいただきたいと思います。

何をどうするのかということ。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今、おくれておりますのは、以前も御指摘いただきました温泉芸能の披露をさせていただ

きたいということでお願いをしていたわけでございますけれども、実は３月当初のときから

お話をさせていただいて、４月になりましたら、ぜひ先方とも再度お会いさせていただいて、

再度お願いをするということでございまして、先方とも連絡をとらせていただきましたけれ

ども、残念ながら今のところまだ先方のほうから、お会いしていいというふうなお話が来な

いというふうな状況でございます。そういう中で、今、向こうのほうにも連絡はとっており

ますけれども、もうしばらく時間がかかるというふうに考えておりまして、そこらについて

は最終的な結論を出さにゃいかんですけれども、もうしばらくお願いをしてみたいというふ

うに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 市長はお会いになりました。連絡とられました。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 奥様とはお会いしましたけれども、その奥様のほうから、この前、お話ししましたように、

御子息様と話をさせていただきたいということをお願いしていたんですけど、御子息様とお

会いするのを、一応御子息様はもうお会いしなくていいというふうな話でございました、否

定的にですね、ことでございましたけれども、再度お会いしたいということをお願いをして

おりますけれども、まだ御連絡をさせていただけないというふうな状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 奥さんのほうに会われました。 
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○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 市役所のほうでお会いしましたけれども、現在、奥様ちょっと体調を崩しておられるとい

うことで、私ども担当のほうから御連絡させていただきましたけれども、今のところまだ連

絡はついていないというふうな状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 市長が奥さんと会われたのは何月何日ですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 何月何日は覚えていないんですけれども、４月になりましてから市役所でお会いしました。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 担当課長にお伺いしますけれども、あなたが奥さんに会われたのはいつですか。 

○議長（太田重喜君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（山口久義君） 

 お答えをいたします。 

 ４月に入りまして数回電話とか、また、市役所でもお会いいたしましたけれども、最後に

会ったのは４月13日だったかと思います。ちょっと立ち話のような形になりましたけれども、

ちょっと足が悪くて、その後、入院をするような形になるということで言われまして、その

後、湯遊広場の件とかありましたもんで、ちょっと自宅のほうにお寄りしたんですけれども、

ちょうどその時期だったと思います、入院をされているということで。ただ、一応携帯番号

とか聞いておりましたので連絡はできるわけですけれども、入院をされているということで

その後、病院まではちょっと連絡しにくいなということで、その後の連絡はいたしておりま

せん。 
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 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 正直申し上げまして、今、奥さんの心の扉を開くのはかなり難しい状況なんですよ、気持

ちとして。私も父の死等があったんで、その後、お会いしていなかったんですけれども、そ

の前ごろ何回かずっと私自身個人的にお会いして、お話をさせていただきました。しかし、

今のところ、ややかたくなな感じになっておられる、いろんな原因がありますけれども、で

すから、このことについては、それともう１つ、市長は12月の芸能組合のときに、あなたは

芸能組合の方にほぼ解決が済んだというようなことをおっしゃっておられたことがございま

せんか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いや、解決は済んだという話じゃなくて、一応予算もお願いしておりますので、ぜひ開設

するようにしていきたいというふうにお話をしたと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 芸能組合の方は、もうそのことで100％できるような気持ちでおられたわけなんですね。

そのことの話もやや先方さんにも少し話が行っていることもありました。それはあれなんで

すけれども、とにかくやっぱりもうしばらくお時間、奥さんの体の状況かかると思うんです

よね。今の時期は恐らくそういう話もうできないかと思いますので、このことについてはも

う一度再検討といいますか、もうそこら辺見直すことも含めて、いろんなことでお考えにな

ったほうがいい、また、別の場所を含めて、私はもうそのことをお勧めしたいというふうに

思います。 

 私自身ももう一度機会があればお会いをしたいと思いますけれども、いつまでもずうっと

引っ張っていくのはどうかなという気がいたしますので、いずれかの時期、もうこのことに

ついては結論を出されたほうがいいというふうに思いますけれども、いかがですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 
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 お答え申し上げます。 

 先ほど担当課長申し上げました時期に私も市役所でお会いしたわけでございますけれども、

それでまた、連休のときにも私いつもあそこ行っておりましたので、あいていましたけれど

も、奥様はおられないということでお会いできない状況におります。今、御入院、体調崩さ

れているということでございますので、様子を見ながら、一応いいにしろ、悪いにしろ、正

式にごあいさつを申し上げたいということをお願いしているわけでございますので、今のと

ころはお会いさせていただいてお話をさせていただければと思っておるところでございます。 

 また、結論につきましては、それは先方の状況もございますので、それはまた議会のほう

にも御報告もしなくちゃいかんと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 それでは、もう時間があんまりありませんので、次に行きます。 

 ＬＥＤなんですけれども、これで市役所内の電球を取りかえるとした場合に、かなり費用

がかかるということがわかったということでありますけれども、それはどれくらいの費用が

かかるということだったんでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 財政課長。 

○財政課長（徳永賢治君） 

 お答えをいたします。 

 昨年６月ごろになりますが、本庁舎の蛍光灯電球を変えた場合ということになります。大

体本庁舎のほうに1,100本ほど電球ございます。これをすべて取りかえた場合、35,000千円

の見積もりが出たところでございます。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 35,000千円ですね。かなり大きいですね。わかりました。 

 このことについては、あと先進地では防犯灯、あるいは街灯などの取りかえもしておられ

ますよね。ですから、いずれこのＬＥＤも、今、ＬＥＤそのものがいろんな形で検討されて

いる中ですので、やはり今後について少し御検討いただきたいと思いますし、冒頭１番目の

質問で申し上げましたモニター登録、佐賀市がやっていることについてはどうされるお考え

でしょうか。 
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○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 ＬＥＤにつきましては、先ほど申し上げましたように、機種が変わってきているというこ

とお答え申し上げましたけれども、以前、私どもが調べましたときには、要するに取りつけ

自体のもとを変えなくては使えないというふうな経緯がございまして、それまで一緒にやる

となると相当厳しいなというふうなことで検討したことございます。しかし、今の状況を聞

きますと、そのままの器具に電球だけ取りつけ変更が可能というふうな状況になってきたと

いうことでございますので、そこらについては、先ほど申し上げましたように、廉価で取り

組めるんじゃないかなというふうにお話をしたところでございます。 

 モニター制度につきましては、今、佐賀市が取り組みをしておられるということでござい

ますので、先ほど申し上げましたように、一応情報を収集させていただいて、どのような形

がいいのか、一応研究をしていきたいということでお答え申し上げたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 次に、事業仕分けですけれども、これ取り組む方向で検討ということで、今、直方、福岡、

飯塚等を視察されたということで、これについては今後のスケジュール、委員の公募という

ことまで先ほど答弁されましたけれども、これは他の民間業者のヘルプを得ずに、これ独自

でされるということですかね。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 民間業者というのは別になるかどうかわかりませんけれども、いわゆる私どもがやるにつ

いては、今のスケジュールでやっていった場合には、専門的な能力が必要だというふうに判

断しておりまして、可能かどうかわかりませんけれども、例えば、直方とか、福岡とか、い

わゆるほかの自治体で専門的にやった方がおられますので、そういう方々に来ていただいて、

うちのほうでお手伝いをお願いしていただければ、そういう話もできるんじゃないかなとい

うふうに思っておるところでございまして、１回ヒアリングというか、調査に行かせて、報

告書を私が読んだわけでございますけれども、今の計画でいきましても、次々年度から実行

するということになるわけで、相当やはり調査をしないと、私どもがやっております今の業
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務の見直しと余り変わらんというふうになってしまってはいけないわけでございますので、

そこらは専門の仕分け、仕分人というと語弊がありますけど、仕分けをした経験者のお手伝

いでもいただければというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 今、これについては構想日本というですか、シンクタンク等が盛んにあちこちの自治体に

働きかけをしながらやっているわけなんですけれども、ぜひそこら辺早目にこういう事業に

取りかかっていただきたいということを要望していきたいと思いますし、他の自治体でやっ

ているところにつきましては、ほとんど外部有識者で１回目行いながら、進んだところでは

２回目からは市民の代表者を入れてするというふうなことで進めておられますので、ぜひ先

ほど申された事業スケジュールにのっとって、早目にこのことについて取り組んでいただき

たいということを要望しておきたいと思います。 

 最後になりますけれども、市長の政策の件ですけれども、とにかく何回も申しますように、

あと３年半しかないわけですので、腹を据えて、とにかく、今、はやぶさがきのう地球に戻

ってまいりましたけれども、７年ぶりに60億キロメートルですか、行きはよいよい、帰りは

怖いで、いろんな障害を乗り越えて到着したわけです。ですから、あと３年半、あなたの市

長としての評価、それはこの３年半に結果が出るというふうなことでお考えになってもいい

と思います。終わりよければすべてよし。どうかそのことを肝に銘じながら、あと３年半、

必死になって努力していただくことを要望して、今回の一般質問を終わります。 

○議長（太田重喜君） 

 これで山口要議員の質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

午後２時18分 散会 

 


